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明治大学２０２５年度学年暦 

春 学 期 ４ 月 １ 日 （ 火 ） ～ ９月１９日（金） 

入 学 式 ４ 月 ７ 日 （ 月 ） 

学 習 指 導 ４ 月 １ 日 （ 火 ） ～ ４ 月 ９ 日 （ 水 ） 

授 業 期 間 

４月１０日（木） ～ ７月２２日（火） 

前半集中開講科目（Ｓ１）※ ４月１０日（木） ～ ６ 月 ３ 日 （ 火 ） 

後半集中開講科目（Ｓ２）※ ６ 月 ４ 日 （ 水 ） ～ ７月２２日（火） 

臨時休業 (休講)日 ５ 月 １ 日 （ 木 ） ・ ５ 月 ２ 日 （ 金 ）

休日授業実施日① ４月２９日（火） 〔 昭 和 の 日 〕 

休日授業実施日② ７月２１日（月） 〔 海 の 日 〕 

補 講 日 ① ※土曜日の通常時限を利用 ５月２４日（土） ・ ５月３１日（土）

補 講 日 ② ※土曜日の通常時限を利用 ７月１２日（土） ・ ７月１９日（土）

定 期 試 験 ※予備日を含む ７月２３日（水） ～ ７月３１日（木） 

夏 季 休 業 ８ 月 １ 日 （ 金 ） ～ ９月１９日（金） 

秋 季 卒 業 式 ９月１９日（金） 

秋 学 期 ９月２０日（土） ～ ３月３１日（火） 

秋 季 入 学 式 ９月１９日（金） 

学 習 指 導 ９月１８日（木） 

授 業 期 間 

９月２０日（土） ～ １月２３日（金） 

前半集中開講科目（Ｆ１）※ ９月２０日（土） ～ １１月１４日（金） 

後半集中開講科目（Ｆ２）※ １１月１５日（土） ～ １月２３日（金） 

休日授業実施日① ９月２３日（火） 〔 秋 分 の 日 〕 

休日授業実施日② １０月１３日（月） 〔スポーツの日〕 

休日授業実施日③ １１月２４日（月） 〔 振 替 休 日 〕 

補 講 日 ① ※土曜日の通常時限を利用 １０月１８日（土） ・ １０月２５日（土）

補 講 日 ② ※全日補講のみ実施 １月２２日（木） 

補 講 日 ③ ※全日補講のみ実施 １月２３日（金） 

大 学 祭 週 間 ※当該期間中は全日休講 １０月２９日（水） ～ １１月４日（火） 

明 大 祭 １１月１日（土） ～ １１月３日（月） 

生 明 祭 １１月１日（土） ～ １１月３日（月） 

創 立 記 念 祝 日 １１月１日（土） 

臨時休業 (休講)日 １２月２３日（火） ・ １２月２４日（水）

冬 季 休 業 １２月２５日（木） ～ １ 月 ７ 日 （ 水 ） 

創 立 記 念 日 １月１７日（土） 

定 期 試 験 ※予備日を含む １月２４日（土） ～ ２ 月 ３ 日 （ 火 ） 

春 季 休 業 ２ 月 ４ 日 （ 水 ） ～ ３月３１日（火） 

卒 業 式 ３月２６日（木） 

※資格課程の定期試験は,原則として学部定期試験の１週間前から実施する。
※各学期の前半集中・後半集中開講科目の利用は，一部の授業で７週完結授業を導入する学部に限る。 

※大学祭週間中の授業休講措置は全キャンパスに適用する。ただし，大学院，専門職大学院において大

学祭週間に授業を実施する場合がある。
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  2025年度 資格課程行事予定表 

 （日程については、変更になる場合もあるのでOh-o!Meiji通知等に注意してください） 
 

春   学   期 秋   学   期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

月 

資格課程登録ガイダンス 

2年生以上：4月1日（火）～ 配信開始 

1年生：4月3日（木）～ 配信開始 

 

 
 

9 

月 

秋学期 新規履修受付(社会教育主事課程以外) 

※振込期間はホームページ等で確認すること 

秋学期履修修正 9月下旬  

教育実習登録ガイダンス（2026年度実習予定者） 

 

教育実習2026年度実習予定者手続（明大付属・都内公立校 

対象者） 9月中旬 ～ 下旬 

授業開始  4月10日（木） 授業開始  9月20日（土） 

履修相談 

4月上旬 ～ 中旬  ホームページ等で確認すること 

10 

月 

教育職員免許状 一括申請手続 

10月下旬 ～11月中旬 

履修料振込 ※新規履修者のみ対象 

1回目：4月1日(火)～9日(水) 

2回目：4月15日(火),16日(水) 

※1回目に支払った場合は納入不要 

11 

月 

明治大学教育会・研究大会 

11月8日（土）予定 

個人別時間割表通知（各学部事務室） 

4月下旬 ～ 5月上旬 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 

月 
 

社教・学芸員・司書「修了見込調査」開始 

12月上旬 

春学期履修登録・修正   

履修登録4月12日(土)～14日(月)  

履修修正4月19日(土)～21日(月)  

教育実習オリエンテーション（2026年度実習予定者） 

12月上旬 ～ 中旬 

教育職員免許状 一括申請登録 

4月中旬  

一般科目等履修生募集要項ホームページ公開 

12月中旬 

介護等体験登録ガイダンス（2026年度体験予定者） 

12月中旬 ～ 下旬 

冬季休業 

12月25日（木）～ 1月7日（水） 

1 

月 
 

定期試験 ※学部定期試験の 1 週間前から開始 

1月中旬 

 
6 

月 

「司書教諭講習修了証書」申請手続 

6月下旬 

2 

月 

図書館実習ガイダンス 

2月下旬 

3  

月 

2026年度「資格課程登録ガイダンス」ホームページ公開 

3月上旬 

7 

月 

定期試験 ※学部定期試験の１週間前から開始 

介護等体験希望申請開始（2026年度介護等体験希望者） 

7月初旬～ 

秋学期成績表送付（科目等履修生のみ） 

3月上旬 

8 

月 

夏季休業 

8月1日（金） ～ 9月19日（金） 

教育職員免許状、社会教育主事・学芸員・司書「修了証

書」交付通知発送 

3月中旬 

一般科目等履修生選考試験 

3月中旬 

卒業式 

教育職員免許状、社会教育主事・学芸員・司書「修了証

書」交付 

3月26日（木） 
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１．はじめに 
 

本学の資格課程には、教職課程、社会教育主事課程、学芸員養成課程、司書課程及び司書教諭課程が開設され

ており、必要単位を修得することで、それぞれの資格を取得することができます。本学に在籍する者であれば、

所定の手続きを行うことで、いずれの課程も履修することが可能です。（司書教諭課程は、教職課程も履修する

必要があります。） 

資格課程の履修にあたっては、当該年度の資格課程シラバス（履修の手引）と、自分の入学年度に発行された

資格課程案内の内容をよく理解したうえで、計画的に履修をし、それぞれの資格の取得を目指すことになります。

必要に応じて、２つの冊子を確認して間違いのないように履修をしてください。 

なお、資格課程シラバス（履修の手引）と資格課程案内は、主に次の内容について記載されています。 

 

冊   子 内   容 

 

資格課程シラバス 

（履修の手引) 

履修上の注意点が記載されています。毎年４月に公開します。 

授業科目の講義内容については資格課程ＷＥＢサイトもしくはOh-

o! Meiji システムを参照してください。 

https://www.meiji.ac.jp/shikaku/6t5h7p00000dolqp.html 

 

資格課程案内 
各課程の取得要件について記載されています。（入学年度により

内容は異なります。） 履修開始初年度のみ資格課程事務室,各キ

ャンパス分室で配付します。（再交付はしません。） 

https://www.meiji.ac.jp/shikaku/course/index.html 

 

 

２．履修開始年次と履修料の納入 
 

各課程を新規に履修するにあたっては、履修開始初年度に履修料を納入しなければなりません。 

なお、履修料を一度納入すれば、原則として卒業・退学・除籍等をするまで、当該課程を継続して履修することが

できます。（毎年、履修料を納入する必要はありません。）  

  2025年度現在、各課程の履修開始年次と履修料は次のとおりです。 

 

 教職課程 社会教育主事課程 学芸員養成課程 司書課程 司書教諭課程 

履修開始年次 １年 １年 １年次秋学期 １年 １年 

履修料 34,600 円 23,600 円 23,600 円 23,600 円 10,300 円 

※１ いったん納入された履修料は、返還いたしません。 

※２ 科目等履修生の履修料については、別途定めます。 

 
  

 

 

https://www.meiji.ac.jp/shikaku/6t5h7p00000dolqp.html
https://www.meiji.ac.jp/shikaku/course/index.html
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３．履修上の注意（各課程共通事項） 
 

（１）履修に関する注意事項 

① 授業科目は、学習効果を高めるため、配当年次が決められています。配当年次は原則として、段階的な

学習を示しているので、定められた年次において履修・修得することが望ましいです。自身の学年より

も下級学年に配当されている科目は履修できますが、上級学年に配当されている科目は履修できませ

ん。 

② 同一曜日時限に複数の科目を履修することはできません。 

③ 一度単位を修得した科目は、原則として再び履修することはできません。 

 

（２）授業時間割（全キャンパス共通） 

 
・資格課程（教職・社会教育主事・学芸員養成・司書・司書教諭）時間割表は、別途、公開します。 

・時間割表には、資格課程で開設しているすべての課程の科目が記載されています。学部・学年・カリキュラ

ムによっては、履修登録できない科目がありますので、資格課程案内及び本書でよく確認した上で、履修

計画を立ててください。 

 

（３）他キャンパス開設科目の履修 

資格課程開設科目は、在籍するキャンパスにかかわらず、全キャンパスの資格課程開設科目を履修するこ

とが可能ですが、他キャンパスの開設科目を履修する場合は、次の条件があります。（また、科目によって

は履修制限を設ける場合があります。） 

時限 モジュール 時間帯 備 考 

M m 8：00～  8：50 原則として、通期の授業は実施しません。 

1時限 a 9：00～  9：50  

b 9：50～ 10：40 

2時限 a 10：50～ 11：40  

b 11：40～ 12：30 

L m 12：35～ 13：25 原則として、前後各 5 分と併せて 1 時間の昼休みとします。 

3時限 a 13：30～ 14：20  

b 14：20～ 15：10 

4時限 a 15：20～ 16：10  

b 16：10～ 17：00 

5時限 a 17：10～ 18：00  

b 18：00～ 18：50 

6時限 a 19：00～ 19：50  

b 19：50～ 20：40 

N m 20：50～ 21：40 原則として、学部では、通期の授業は実施しません。 
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（４）履修手続の流れ 

今年度、各課程を新規または継続して履修をするには、以下の履修手続きが必要になります。（今年度

から新たに別の課程の履修を希望する場合も含みます。） 

手続きを行わなかった場合は、資格課程科目を履修することはできません。 

なお、科目等履修生（大学院学生及び一般）の履修手続きについては、科目等履修生募集要項を参照し

てください。 

 

① 資格課程登録ガイダンス             ① 継続資料公開 

 

  

② 履修相談（希望者のみ） 

 

 

 

③ 履修料の振り込み 

 

 

④ 履修料領収書等の保管 

  

新 規 履 修 者   継 続 履 修 者  

 

・資格課程登録ガイダンスを視聴し、所定の手続

きをした者のみが当該課程の履修を開始するこ

とができます（代理不可）。 

・継続者用のガイダンスはありません。シラバス

時間割等継続資料は、ホームページで公開しま

す。 

・新たに別の課程の履修を希望する場合は、資格

課程登録ガイダンスを視聴し、新規履修者とし

て所定の手続きをしてください。 

・資格課程ホームページにアクセスの上、お問い合わせフォームを御活用ください。 

・窓口にお越しの場合は、各窓口開室時間を予め御確認の上、御来室ください。 

 

・履修開始初年度のみ履修料を納入することが必

要です。 

・資格課程ガイダンスwebページ 

に掲載されている「資格課程履 

修料支払方法」を参照の上、期 

日内にお支払いください。 

・支払い時に受け取る「領収書や収納証明書等の支払

った事を証明する書類」は、各自で保管をしておい

てください。大学に提出する必要はありません。 
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⑤ ＷＥＢからの履修登録 

 

 

 

⑥ 個人別時間割表の公開 

 

 

⑦ 履修修正 

 

 

 

⑧ 履修修正の確認 

 

 

注意 
 

資格課程は、「時間（締切）」について非常に厳しく対応しています。 

所定の日時を過ぎた場合の受付は一切お断りしていますので、 

各種手続きは余裕をもって早めに行うようにしてください。 

  

・日時の指定があります（Oh-o!Meiji等の通知参照）。所定の日時以外は受け付けることができません。 

・詳細については、次ページ「（5）ＷＥＢ履修登録について」及びP.106「資格課程科目ＷＥＢ履修登録要領」

を参照してください。 

・司書課程の演習科目等、事前申請が必要な科目については、登録期間が通常科目と異なり、4月1週目の登録と

なります。詳細は必ずホームページ等で確認してください。 

・資格課程で登録した科目については、明治大学教務システム「My時間割」に学部科目と一緒に表示されます。 

・資格課程の履修修正日までに必ず申請した科目が正しく登録されているか確認してください。なお、「My時間割」の

公開日は、所属学部にて確認してください。 

（「My時間割」に表示されていない科目は登録されていないので、履修することができません。） 

・ＷＥＢ履修登録期間に登録を行った学生を対象として、資格課程科目の追加・削除といった履修修正をＷＥＢ履修

システムにて受け付けます。 

・履修修正期間については、後日、Oh-o!Meiji等でお知らせします。所定の期間を過ぎた修正については、 いかなる

理由があっても認められません。やむを得ない事情により、所定の日時に手続きができない場合は、必ず、事前に

資格課程事務室まで申し出てください。（※サークル活動及びアルバイトは、やむを得ない事情に該当しませ

ん。） 

・明治大学教務システム「My時間割」で確認してください。 
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（５）メディア授業について 

資格課程科目の一部において Oh-o!Meijiを利用してオンラインで行う「メディア授業」を開講しています。メディア授業

の履修を希望する学生は、ＷＥＢ履修登録時に科目名の後ろに【M】と表示されているもの（例：図書館情報学概論【M】）

を登録してください。 

 

① メディア授業開設科目（試験形態は変更になる可能性があります。） 

課  程 授業科目 担当教員 単位 
履修開始 

年次 
試験日 

時間割 

表示 

司書課程 ― 

図書館制度・経営論 青柳 2 2年 
7/19（土） 

3限 

春
学
期
集
中 

情報サービス論 齋藤 2 2年 
7/26（土） 

3限  

情報資源組織論 三浦 2 2年 
7/26（土） 

2限 

図書館情報資源特論Ａ 三浦 2 3年 
7/26（土） 

1限 

障害者サービス論 佐藤 2 3年 平常点 

司書教諭課程 教職課程 

学校経営と学校図書館 齋藤 2 1年 
7/26（土） 

4限 

学校図書館メディアの構成 青柳 2 2年 
7/19（土） 

4限 

司書課程 

社会教育主

事課程 
図書館情報学概論 齋藤 2 1年 

1/24(土) 

3限 

秋
学
期
集
中 

社会教育主

事課程 

（2019年度以

前入学者） 

図書館文化論 三浦 2 1年 
1/31(土) 

3限 

教職課程 児童サービス論 齋藤 2 2年 
1/24(土) 

4限 

― 

図書館情報技術論 宮原 2 2年 
レポート 

課題 

図書館サービス論 青柳 2 1年 
1/24(土) 

2限 

図書館情報資源論 三浦 2 2年 
1/31(土) 

4限 

学校図書館サービス論 青柳 2 1年 
1/24(土) 

1限 

司書教諭課程 教職課程 

学習指導と学校図書館 齋藤 2 2年 
1/31(土) 

2限 

読書と豊かな人間性 岩崎 2 1年 
レポート 

課題 

注：メディア授業は、時間割表及びＷＥＢ履修登録画面上、駿河台キャンパスの集中講義として表記されますの

で、集中講義として登録してください。 

② メディア授業について 

・ 授業は、決められた期間内にOh-o!Meijiにアクセスし、映像コンテンツを視聴し、各種資料等をダウンロードし

受講します。 

・ 各授業の詳細については、Oh-o!Meijiのクラスウェブにて確認してください。 
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③ 最終試験について 

 ・ 試験形態は、①を確認してください。変更する場合は、Oh-o！Meiji等でお知らせします。 

 ・ 対面試験を実施する科目は、春学期・秋学期ともに、駿河台キャンパスで実施します。 

 ・ 試験実施時間は定期試験時間割の時間帯で実施しますので、注意してください。 

 

④ 注意事項 

 ・ すでに単位を修得済みの授業科目は再度メディア授業で履修することができません。 

・ 同一授業科目について、通常の教室で行われる授業とメディア授業を同時に履修することはできません。 

 

⑤  共通評価基準について  

・ 各回の授業は、原則として、小レポートの提出または小テストの受験をもって、受講したものとみなします。 

・ 各回の小レポートの提出または小テストの受験は、当該回の所定の授業受講期間（原則として１週 

間）内とし、期間を過ぎての提出または受験は、原則として受理せず、未提出または未受験の扱いとします。

コロナ禍などにより特段の事情が生じた場合は、質問対応用メールアドレスまで連絡し、教員からの指示を待

ってください。 

・ 小テスト・小レポートの不合格（得点が６割未満、または、未受験・未提出）が４回となった時点で、原則と

して、当該科目は不可評価となります。小テスト、小レポートの採点結果の公開は、別途、科目担当教員より

当該 科目のページを通して通知します。小テスト、小レポートの採点結果は必ず所定の期間内（結果の公開

日より３日以内）に、各自、責任をもって確認してください。 

なお、科目によっては、そうした不合格が３回となった時点で、受講生から対応措置の申請を認める場合があ

ります。この申請は、不合格が３回となった受講生が教員に対して行うもので、これを受けた教員の判断によ

り、指定文献を読んでレポートを作成するなどの措置を講じることがあります。申請は、受講生に合否が公開

された日の翌日から３日以内に行われるものとします。 

・ 授業時間割以外の日時で開催される明治大学図書館情報学研究会の例会やシンポジウムへの出席を求 

める場合があります。 

 

⑥ 受講準備について 

(1) 視聴端末 

   ノートＰＣ・タブレット・スマートフォン等を用意してください。講義資料や動画の閲覧、レポート課   

   題の提出、リアルタイム配信型の授業に対応するため、ノートＰＣ（カメラ・マイク・スピーカー一体 

型）を推奨します。  

オンライン授業以外にも、今後のレポート作成や就職活動等でも利用できますので、準備をお願いします。 

※ スマートフォンからもアクセスはできますが、画面が小さいため、講義資料や動画が見づらい可能性があり

ます。 

※ マイク付きのヘッドセットがあると、音声をクリアに聞く・話すことができます（必須ではありません）。 

 

(2) インターネット通信環境 

大学への入構制限が継続される事態に備えて、大学以外の場所で、インターネットができる環境を確保してくだ

さい。 

オンデマンド型の授業を受講する場合、１科目において１か月で約２ＧＢほどのパケット通信量になることが予

測されます。インターネットの料金体系によっては、利用料金が高額になるため注意してください。固定回線やモ

バイルルーターなどの通信制限のない定額制通信サービスを利用することを推奨します。 

 

⑦ その他 

明治大学ではＭＩＮＤ利用上の遵守事項ガイドラインを定めています。ＭＩＮＤ利用上の遵守事項に違反した場

合には、ＭＩＮＤ関連規程に則り、Oh-o! Meijiをはじめとする各種情報サービスの利用停止や利用資格取消等の
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厳しい措置が科せられ、授業の履修等ができなくなります。また、本大学の校規に違背した行為とみなし、懲戒処

分の対象となる場合があるほか、著作権や肖像権の侵害により、法的責任が発生する場合がありますので、十分注

意してください。 

 

【禁止事項】 

・ メディア授業の様子（人物を含む）を許可なく、撮影・録音すること。またそれをSNS等で共有すること。 

・ 担当教員の許可なく、授業の資料等を複製し、SNS等に共有または再配布すること。 

 

 

（７）大学院授業科目の先取り履修について 

学部生が大学院授業科目を先取り履修し、大学院入学後にその科目を専修免許状取得要件とする場合、以下の事項

に注意してください。 

① 先取り履修した科目の評価が“認定”の場合は教員免許状一括申請の対象外です。 

※ 個別に居住地の都道府県教育委員会に申請する必要があります。 

② 資格課程ガイダンス動画を視聴し、先取り履修した単位を免許状取得の要件に使用することを申し出てくださ

い。 

③ 大学院授業科目を先取り履修する学部生は、事前に資格課程事務室まで相談してください。 
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４．事務取扱 

 

（１）窓口取扱時間 

所定の時間以外の窓口は取り扱いいたしません。事務取扱時間を変更する場合、資格課程掲示板及びＷＥＢ

サイトでお知らせします。各自確認のうえ来室するようにしてください。 

 

（２）各種通知について 

資格課程事務室からの連絡は、Oh-o!Meijiシステム・資格課程ＷＥＢサイト等により行うので、少なくとも１週間に１回

は必ず確認してください。 

 

 

（３） ＷＥＢサイト（https://www.meiji.ac.jp/shikaku/） ・ ポータルページ 

資格課程のＷＥＢサイトは上記のＵＲＬで確認することができます。休講情報・お知らせについては、

Oh-o!Meijiシステム（ポータルページ）を通じてお知らせします。確認できるよう各自設定を済ませてくだ

さい。不明な点は資格課程事務室に確認してください。 

 

 

  

  

① 駿河台：資格課程事務室（リバティタワー19階） 

月 ～ 金  9：00 ～ 11：30、12：30 ～ 16：30 

土     9：00 ～ 12：00 

※窓口取扱時間は変更になる場合もありますので、ＷＥＢサイト等で確認してください。 

② 和   泉：「資格課程事務室（和泉分室）」（第一校舎1階） 

資格課程和泉分室の事務取扱時間については、ＷＥＢサイト等でお知らせします。 

③ 生   田：「資格課程事務室（生田分室）」（中央校舎1階） 

資格課程生田分室の事務取扱時間については、ＷＥＢサイト等でお知らせします。 

④ 中   野：「資格課程事務室（中野分室）」（高層棟6階） 

資格課程中野分室の事務取扱時間については、ＷＥＢサイト等でお知らせします。 
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５．証明書の発行 
 

資格課程事務室では、以下の証明書を発行しています。 

 

 

課 程 

 

証明書の種類 
手数料  

交付期日 

 

交付場所 
在学生 卒業生 

 

 

 

 

 

教職 

教育職員免許状取得見込証明書 

（一般学部生) 

 

300円 

 

― 

 

即日 
証明書 

自動発行機 

教育職員免許状取得見込証明書 

（認定単位のある学部生、科目等履修生、 

 大学院学生) 

 

300円 

 

― 

 

1週間後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格課程

事務室 

 

学力に関する証明書 

 

― 

 

500円 

 

1週間後 

 

 

学芸 

資格取得見込証明書 300円 ― 翌日 

資格取得証明書 ― 500円 翌日 

単位修得証明書 ― 500円 1週間後 

 

 
社教 

単位修得見込証明書 300円 ― 翌日 

単位修得証明書 ― 500円 1週間後 

 

 

 

司書 

資格取得見込証明書 300円 ― 翌日 

資格取得証明書 ― 500円 翌日 

単位修得証明書 ― 500円 1週間後 

学校司書モデルカリキュラム単位修得証明書 ― 500円 1週間後 

司書教諭 単位修得証明書 500円 500円 1週間後 

 

 

 

 

 

 

 

共通 

科目等履修生成績証明書 300円 500円 1週間後 

科目等履修生成績証明書（英文) 300円 500円 1週間後 

科目等履修生在籍証明書 300円 ― 翌日 

科目等履修生在籍期間証明書 ― 500円 1週間後 

人物証明書 300円 500円 応相談 

推薦状（学長印が必要なもの) 300円 500円 応相談 

 

推薦状（担当教員が個人名で作成するもの) 

 

― 

 

― 
注：ゼミ担当教員等が教員

個人の責任において作成 

注：学部在籍中に修得した資格課程開設科目の成績については、学部の成績証明書に記載されています。成績

証明書申し込み及び発行は卒業学部で行ってください。 
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Ⅱ 各課程新旧カリキュラム科目対照表 
  

 

授
業
科
目
及
び 

担 

当 

者 

一 

覧 
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１．新旧カリキュラムの科目対照表 

（１）教職課程 

 

入学年度により適用されるカリキュラムが異なるため、同一曜日時限の授業であっても名称が異なっている科目があ

ります。 

新・旧カリキュラムで名称等が異なる科目は次表のとおりです。（2013年度入学者から2019年度入学者までで変更が

ある科目のみ記載しています。） 

2025年度以降(在学生含む) 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2024年度以前 

授業科目名 

履修開始 

年次 

 

単位 

教育相談の理論と方法 1年 ２ 教育相談の理論と方法 2年 ２ 

 

 

 

2022年度以降入学者 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2021年度以前 

授業科目名 

履修開始 

年次 

 

単位 

教育の方法と技術（ICTの活用

含む） 

2年 ２ 教育の方法と技術 2年 ２ 

※ 2022年度「教育の方法と技術」から「教育の方法と技術（ICTの活用含む）」に名称変更。 

 
  

2019年度以降入学者 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2013～2018年度入学者 

授業科目名 

履修開始 

年次 

 

単位 

教育課程論 2年 ２ 教育課程論 3年 ２ 

総合的な学習の時間の指導法 2年 ２ （該当する科目なし）   

教育の方法と技術 2年 ２ 教育の方法と技術 3年 ２ 
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（２）社会教育主事課程 

 

入学年度により、受講できる科目が異なります。 

名称が変更された科目もありますので、注意してください。 

 

2022年度「福祉と社会教育」から「コミュニティケアと社会教育」に名称変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 年度以降入学者 
履修開始年次 単位 

2021 年度以前入学者 
履修開始年次 単位 

授業科目名 授業科目名 

コミュニティケアと 

社会教育(※) 
2 年 2 福祉と社会教育 2 年 2 

2020 年度以降入学者 
履修開始年次 単位 

2019 年度以前入学者 
履修開始年次 単位 

授業科目名 授業科目名 

生涯学習支援論 2 年 4 （該当する科目なし）     

社会教育経営論Ａ 2 年 2 社会教育計画Ａ 2 年 2 

社会教育経営論Ｂ 2 年 2 社会教育計画Ｂ 2 年 2 

社会教育実習Ａ 1 年 2 （該当する科目なし）     

社会教育実習Ｂ 3 年 4 （該当する科目なし）   

廃止   社会教育実習 3 年 4 

廃止     
社会教育演習 

（2015 年度以降入学者） 
1 年 4 
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（３）学芸員養成課程 

 
卒業までに必修科目（8科目19単位）及び選択必修科目（1科目2単位）を修得してください。卒業までにす

べての科目を修得できず、卒業後に科目等履修生等で改めて資格の取得を目指す場合は、新カリキュラムが適

用されるため、在学中に修得した旧カリキュラムの科目は原則として使用できませんので注意してください。 

（◯印は必修科目、△印は選択必修科目） 

 

2025年度以降入学者(在学生含む) 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2024年度以前入学者 

授業科目名 
履修開始年次 

 

単位 

△文化財科学Ａ 3年 2 ◯文化財科学Ａ 3年 2 

△博物館資料保存論 3年 2 － － － 

 

 

2025年度以降入学者(在学生含む) 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2024年度以前入学者 

授業科目名 
履修開始年次 

 

単位 

◯博物館学概論 1年 2 ◯博物館学概論 2年 2 

◯博物館教育論 2年 2 ◯博物館教育論 3年 2 

 

 

2020年度以降入学者 

授業科目名 

履修開始

年次 

 

単位 
2012～2019年度入学者 

授業科目名 
履修開始年次 

 

単位 

◯博物館経営論 3年 2 ◯博物館学各論Ａ 3年 2 

◯博物館資料論 2年 2 ◯博物館学各論Ｂ 3年 2 

ミュージアムコミュニケ－ションＡ(※1) 3年 2 博物館学特説Ⅰ 3年 2 

ミュージアムコミュニケ－ションＢ(※2) 3年 2 博物館学特説Ⅱ 3年 2 

※1「博物館学特説Ⅰ」から「ミュージアムコミュニケ－ションＡ」に名称変更。 

※2「博物館学特説Ⅱ」から「ミュージアムコミュニケ－ションＢ」に名称変更。 
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（４）司書課程 

 

入学年度により、同一曜日時限の授業であっても名称が異なっている科目があります。 

なお、原則として、旧カリキュラムの科目を新カリキュラムの科目に読み替えることはできません。卒業まで

にすべての科目を修得できず、卒業後に科目等履修生等で改めて資格の取得を目指す場合は、新カリキュラ

ムが適用されるため在学中に修得した旧カリキュラムの科目は使用できませんので注意してください。 

 

                    （○は必修科目、△は選択必修科目） 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度以降 

入学者 

授業科目名 

履修
開始
年次 

単位 

2018～2019年度以降 

入学者 

 授業科目名 

履修
開始
年次 

単位 
2012～2017年度 

入学者 

授業科目名 

履修

開始

年次 

単位 

◯図書館サービス論 1年 2 ◯図書館サービス論 1年 2 ◯図書館サービス論 2年 2 

△学校図書館サービス論 1年 2 △学校図書館サービス論       1年 2 （該当する科目なし）   

学校教育概論 1年 2 （該当する科目なし）   （該当する科目なし）    
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Ⅲ 教職課程 
 

 

 

 

  

教 

職 

課 

程 
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１．本学で取得できる教育職員免許状 
 

教育職員免許法に定められている必要な科目の単位を修得し、かつ学士の学位を取得したものは、本人の申請に基づい

て、中学校教諭一種及び高等学校教諭一種免許状が与えられます。 

また、すでに中学校・高等学校の一種免許状を取得し、大学院博士前期課程において所定の単位を修得し、修士の学位

を取得したものは、本人の申請に基づいて、中学校専修及び高等学校専修免許状が与えられます。 

本学において取得できる教育職員免許状の種類と教科は次表のとおりです。取得できる免許状は、所属学部・学科（専

攻）により決められています。在学中に決められた教科以外の免許状を取得することはできません。 

 

（１）学部（一種免許状） 

 

学 部 ・ 学 科 等 
中  学  校  教 諭 

一  種  免  許 状 

高 等 学 校 教 諭 

一  種  免  許 状 

法 学 部 社 会 地理歴史・公民 

商 学 部 社 会 地理歴史・公民・商業 

政  治  経  済  学  部 社 会 地理歴史・公民 

文
学
部 

文学科※1 (日本文学専攻） 

（英米文学専攻) 

（ドイツ文学専攻) 

（フランス文学専攻) 

（演劇学専攻) 

（文芸メディア専攻) 

史学地理学科 

心理社会学科 

国 語 

外国語（英語) 

外国語（ドイツ語) 

外国語（フランス語) 

国 語 

国 語 

社 会 

社 会 

国 語 

外国語（英語) 

外国語（ドイツ語) 

外国語（フランス語) 

国 語 

国 語 

地理歴史・公民 

公 民 

理
工
学
部 

電気電子生命学科 

機械工学科 

機械情報工学科 

建築学科 

応用化学科 

情報科学科 

数学科 

物理学科 

数 学 

数 学 

数 学 

数 学 

理 科 

数 学 

数 学 

数学・理科 

数 学 

数 学 

数 学・情 報 

数 学 

理 科 

数 学・情 報 

数 学 

数学・理科 

農
学
部 

農学科 

食料環境政策学科 

農芸化学科 

生命科学科 

理 科 

社 会 

理 科 

理 科 

理 科・農業 

地理歴史・公民・農業 

理 科・農業 

理 科 

経 営 学 部 社 会 地理歴史・公民・商業 

情報コミュニケーション学部 社会・外国語（英語) 公民・情報・外国語（英語) 

国 際 日 本 学 部 社会・外国語（英語) 地理歴史・公民・外国語(英語) 

総
合
数

理
学
部 

現象数理学科 

先端メディアサイエンス学科 

ネットワークデザイン学科 

数学 

― 

― 

数 学 

情 報 

情 報 

※1：文学科に入学した学生は、専攻ごとに取得できる免許状の教科が定められていますが、他専攻の免許状の

教科についても、当該専攻が許可をする場合に限り、取得することができます。（詳細については、文学

部事務室に確認してください。）  
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（２）大学院（専修免許状） 

 

 

研 究 科 ・ 専 攻 
中  学  校  教 諭 

専  修  免  許 状 

高 等 学 校 教 諭 

専  修  免  許 状 

法学研究科 
公法学専攻 

民事法学専攻 

社 会 

社 会 

公 民 

地理歴史・公民 

商学研究科 商学専攻 社 会 公民・商業 

政治経済学研究科 
政治学専攻 

経済学専攻 

社 会 

社 会 

地理歴史・公 民 

地理歴史・公民 

経営学研究科 経営学専攻 社 会 公民・商業 

文学研究科 

日本文学専攻 

英文学専攻 

仏文学専攻 

独文学専攻 

文芸ﾒﾃﾞｨｱ専攻 

史学専攻 

地理学専攻 

臨床人間学専攻 

国 語 

外国語 （英 語） 

外国語 （フランス語） 

外国語 （ドイツ語） 

国 語 

社 会 

社 会 

社 会 

国 語 

外国語 （英 語） 

外国語 （フランス語） 

外国語 （ドイツ語） 

国 語 

地理歴史 

地理歴史 

公 民 

理工学研究科 

応用化学専攻 

数学専攻 

物理学専攻 

理 科 

数 学 

理 科 

理 科 

数 学 

理 科 

農学研究科 

農芸化学専攻 

農学専攻 

農業経済学専攻 

生命科学専攻 

理 科 

― 

社 会 

理 科 

理 科 

農 業 

公 民 

理 科 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 

 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻 

 

社 会 

 

公 民 

教養デザイン研究科 教養デザイン専攻 社 会 公 民 

先端数理科学研究科 
現象数理学専攻 

先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ専攻 

数 学 

― 

数 学 

      情 報 

国際日本学研究科 国際日本学専攻 外国語（英語) 外国語（英語) 
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２．教育職員免許状取得要件の概要 
 
（１）一種免許状 

 
① 学士の学位を取得すること。（卒業すること。） 

 

② 所定の項目ごとに、必要単位数以上修得すること。 

下表に記載されている単位数は、法令上の最低修得単位数ではなく、 本学カリキュラム上の最低修得単位

数を表しています。 

2019年度以降入学者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2022年度より「情報機器の操作」から「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」 

へ名称変更 

 

注  教職専門科目… 教育職員免許法施行規則に定める『教科及び教職に関する科目』のうち『教科に関する専門的

事項』に関する科目及び『大学が独自に設定する科目』を除いた科目を本学では〔教職専門科目〕といいます。 

 

 

2013～2018年度入学者 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

免許状の種類    

該当項目 

本学における必要単位数 

中学校 高等学校 

教育職員免許法に定める科目 

教職に関する科目 33 27 

教科に関する科目 20 59 20 59 

教科又は教職に関する科目 6 12 

教育職員免許法施行規則

第66条の6に定める科目 

日本国憲法 2 

体育 2 

外国語コミュニケーション 2 

情報機器の操作 2 

最低修得単位数 合計 67 

 

                                           免許状の種類 

該当項目 
本学における必要単位数 

中学校 高等学校 

教育職員免許法に定める科目 

教科に関する専門的事項 20 20 

教職専門科目注   39 59   31 59 

大学が独自に設定する科目 0 8 

教育職員免許法施行規則 

第66条の6に定める科目 

日本国憲法 2 

体育 2 

外国語コミュニケーション 2 

数理、データ活用及び人工知能に

関する科目又は情報機器の操作※ 
2 

最低修得単位数 合計 67 
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③介護等体験を行うこと。（中学校教諭免許状取得の場合のみ） 

・2年生以上の学生が対象になります。 

・体験希望前年度までに次の前提条件を満たしておく必要があります。入学年度によって条件が異なりますので注

意してください。 

 

入学年度 前 提 条 件 

2019年度以降入学者 「特別支援教育概論」の単位を修得すること。 

2016～2018年度入学者 「特別支援教育概論」または「福祉と社会教育」いずれかの単位を修得すること。 

 

 

（２）専修免許状 

① 基礎資格（修士の学位）を取得すること。 

・大学院博士前期課程に1年以上在学し、所属する専攻に開設されている科目を30単位以上修得した場合も、 

基礎資格を得たものとみなされます。 

 

② 取得したい専修免許状と同一教科、かつ、同一学校種の一種免許状を取得すること。 

・一種免許状の取得がなくとも、所定の単位を修得している場合を含みます。 

 

③ 専修免許状の要件科目を24単位以上修得すること 

・該当科目は入学年度の「資格課程案内」を参照してください。 

・所属する各研究科・専攻に開設されている科目であり、修了要件に含まれます。 

 

※大学院に在籍しながら一種免許状の取得を希望する場合は、資格課程科目等履修生制度を利用し、学部及び

資格課程に開設されている科目を履修することで、免許状を取得することができます。詳細については、資

格課程ガイダンスwebページを確認してください。 
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教職課程履修プロセス（教員免許状取得まで）[目安] 
 
2019年度以降入学者用                            （例  １年次から履修開始の場合） 

学年 主な教職関係科目の履修 
介護等体験（中学免許取得

希望者は必須） 
教育実習 事務手続 

1 年 

教育基礎論 

教職入門 

教育行政学 

学校の制度と経営 

教育心理学 

特別支援教育概論 

教育相談の理論と方法 

日本国憲法 

体育 

外国語コミュニケーション 

数理、データ活用及び人工知

能に関する科目又は情報機器

の操作* 

 

 

 

 

 

「次年度介護等体験について」

Oh-o! Meiji のお知らせに従い

手続き        （7 月） 

麻疹に関する届出 

登録ガイダンス 

テキストの購入 

体験費用の納入 

 

 資格課程ガイダンス 

（4 月） 

履修料納入・履修登録 

（4 月・9 月） 

2 年 

授業デザイン論 

教育課程論 

道徳教育の理論と実践 

総合的な学習の時間の指導法 

特別活動論 

教育の方法と技術(ICT の活用

含む) 

生徒・進路指導論 

教職キャリア形成Ａ 

教職キャリア形成Ｂ 

事前指導ガイダンス 

（3 月下旬～4 月上旬） 

定期健康診断の受診   （4 月） 

社会福祉施設体験先決定通知ガイ

ダンス （6 月下旬～7 月上旬） 

介護等体験 （5 月～翌年 3 月） 

 

 

 

 

 

「教育実習登録ガイダンスについて

(日程等)」及び『「教育実習登録ガ

イダンス」までに各自でやるべきこ

と』等掲示         (1 月) 

履修登録     （4 月） 

登録ガイダンス （3 月～4 月） 

教育実習Ⅰ履修希望提出 (5 月) 

教育実習Ⅰクラス確定  （6 月） 

都内公立校、明大付属校実習者本登録           

(9 月)  

教育実習Ⅰ 

「事前指導」開始  （秋学期） 

教育実習オリエンテーション（12 月） 

3 年 

教科教育法 

教育実習Ⅰ 

教職ライティング演習 

 履修登録     （4 月） 

 

 

 

 

 

単位確認票配付  (11 月） 

4 年 

教育実習ⅡA・ⅡB 

教職実践演習（中・高） 

 

 教育実習ⅡA・ⅡB  

「事前指導」     (春学期) 

「学校現場実習」 

春学期  (5 月上旬～7 月下旬) 

秋学期 (8 月下旬～11 月下旬) 

 

「事後指導」 

春学期(6 月下旬～7 月下旬) 

秋学期(10 月下旬～12 月上旬) 

履修登録     （4 月） 

教員免許状一括申請登録手続        

（4 月） 

介護等体験証明書提出 

（7 月） 

教員免許状一括申請確認・ 

申請手続    （11 月頃） 

教員免許状一括申請手数料 

納入        （11 月） 

教員免許状交付 (卒業式) 
 

注1：主な教職関係科目の学年は履修開始年次を示す。履修年次は目安です。 

注2：介護等体験及び教育実習に関するスケジュールは、今後変更になる可能性があるので、お知らせに注意すること。 

注3：所属する学部または学年によっては、取得を希望する課程の一部の授業科目が、所属キャンパスに開設していないことがあります。 

注4：教職キャリア形成A、教職ライティング演習、教職キャリア形成B、は大学が独自に設定する科目です。（教職専門科目ではないため必修ではありません。） 

注5：教職キャリア形成A、教職キャリア形成Bは２年生から履修することができます。受験する教員採用試験の日程に応じて履修してください。ただし、一度単位

を修得すると再度履修はできません。 

 *：2022年度より「情報機器の操作」から「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」へ名称変更  



3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

資格課程
ガイダンス

・
履修料振込

（新規履修者）

教育実習
次年度予定者
登録ガイダンス
(標準は4月から3年
生に進学する学生）

介護等体験
事前指導ガイダンス

教育職員
免許状

一括申請登録

春学期
履修登録

･
修正

介護等体験
決定通知配付及び説明会(５～６月)

秋学期
履修修正

教育職員免許状
一括申請手続

介護等体験
希望申請 (7月)

明治大学教育会
・研究大会参加

教育委員会主催

教員採用
説明会

教育職員
免許状
交付通知
発送

教育職員
免許状
交付

（3月26日）

※各私立校の募集は、５月から１２月頃まで続きます。公立同様早まってきていますが、半数以上は９月以降に
採用しているようです。募集情報は、各学校のＨＰの検索や都道府県の私学協会、エージェント等への登録が有効です。

教育実習ⅡＡ／ⅡＢ・教職実践演習（標準は４年生）

教育実習Ⅰ（標準は３年生）

教
職
支
援
室

教

員

採

用

試

験

教

職

課

程

不合格の場合：臨時教員・非常勤教員登録

集団討論
個人面接
模擬授業
練習会

教育委員会
・校長面接

採用・
赴任校
決定

教員採用
試験合格
体験談
発表会

論文対策講座 [オンデマンド講義＋添削（6回）] ７月中旬開始

採 用 期 間

（教育実習）

模
擬
試
験

願書出願 (1月～５月) 一次 試験

(最終学年)

3
年
生

4
年
生

WEBでもご確認いただけます

●教員をめざす方へ
☆教員採用試験の実施時期等が変更

された場合には、当スケジュールも

変更となる可能性があります

2024.6

集団討論・
模擬授業
直前練習会
見学

6月中旬
～
７月

教育実習次年度
予定者手続(明大付属･
都内公立校対象者)

教育実習次年度
予定者オリエン
テーション

春季教員
採用試験
ガイダンス

新２年生
新３年生
新４年生

(特に採用
試験関係の
授業履修や
行事等につ
いて）

１年生
２年生
３年生

新規履修者
教職支援室・
分室利用

ガイダンス

教職支援室の利用
や行事への参加を

積極的に！１年生
２年生
３年生

（教員採用
試験全般に
ついての
Ｑ＆Ａ及び
各行事等に
ついて）

夏季
教員採用試験

ガイダンス

集団討論･
模擬授業
直前練習会

教職キャリア形成 Ａ （２･３年生）

主に教職教養関係（11月～12月土曜)

教職キャリア形成 Ｂ （２・３年生）

模擬授業・集団討論、個人面接等

※ 教職支援室への予約によって、学年に関係なく、進路相談、志願書等の相談・添削、論作文の添削、模擬授業・集団討論・
個人面接などの練習及び指導などが年間を通して受けられます。

赤い文字
は必須

・個人面接練習期間
・論文模擬試験(3回)

二次 試験
合格発表

(一次結果通知）

各都道府県によってかなり差があるため、必ず各教育委員会のＨＰ等で確認してください
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３．教育実習 

教育実習とは、教育職員免許状取得に必要な要件であり、それまでに学んだ知識をもとに、一定期間大学を離れ、

学校教育の現場で、教員としての知識・技能を現場の指導教員のもとで修得することを目的としています。 

 

（１）教育実習の全体スケジュール及び実習校の確保について 

教育実習の全体スケジュールについては、「教職課程履修プロセス」を参照してください。 

教育実習の履修にあたっては、学内・学外の諸手続きを完遂することが必要です。特に、教育委員会及び実習校

への教育実習の依頼の手続きについて、大学の作成する書類が必要となる場合があります。その場合、大学は実習

生からの連絡が不可欠です。これらの手続きを怠ると教育実習ができなくなります。 

  

① 教育実習登録ガイダンス 

実習予定者は教育実習前年度の教育実習登録ガイダンス動画を視聴して教育実習に関する手続きを行いま

す。これを行わないと教育実習を行う事はできません。通常、３年生に進級する年の３月下旬～４月上旬にガイ

ダンス動画を公開します。なお、実習登録は、４年次に実習資格が生じることが確実である学生に限ります。

（P.31「④教育実習参加資格」参照） 

 

② 実習校とその決定 

実習校は、中学校、高等学校または中高一貫校（中等教育学校）のいずれかです。実習生の受入れは、それ

ぞれの学校にとっては大きな負担になります。その点を十分考慮し、交渉にあたっては謙虚な態度で臨まなけれ

ばなりません。決定（内定）した実習の時期・期間などを自分の都合で変更することは、理由のいかんを問わず

認められません。 

実習校の類型別に実習受入れの依頼と決定の手順が下記の通り異なります。各々手続きが異なりますので、

自分の実習先の手続きをよく把握しておいてください。 

Ａ 自己開拓・母校実習＜東京都内公立校及び明治大学付属校を除く＞ 

国立大学附属校や他大学付属校を含む公立学校及び私立学校で教育実習を行う学生を対象とします。 

3 年次の早い時期に出身校を訪問し、翌年の教育実習受入れの“内諾交渉”に入ります。本学では、3 年

次秋学期に、内諾を踏まえて、最終的な「承諾書」を得るための実習予定校への手続きを義務付けていま

す。出身校で実習を行わない場合は、原則として各自で実習校を探す事になります。 

Ｂ 都内公立学校実習＜都立高校や都内の区市町村立中学、中等教育学校＞ 

都内公立学校の卒業生が対象となります。詳細は、ガイダンス動画及び Oh-o!Meiji 等で通知します。 

Ｃ 付属校実習＜明大明治・明大中野・明大中野八王子＞ 

明大付属校の卒業生が対象となります。明大付属校の卒業生は原則として付属校での実習となります。詳

細は、ガイダンス動画及び Oh-o!Meiji 等で通知します。 

 

※ いずれの類型の実習校であっても、実習校が確定してからの実習辞退は固く禁じます。 

  

  ③ 実習時期 

     実習時期は、実習校の決定によります。5月上旬から7月中旬に設定されるケースがほとんどで、特に6月に集

中する傾向があります。一方、少数ながら8月以降に実習を設定する学校もあります。 
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（２）『教育実習』（教育実習Ⅰ、教育実習ⅡＡ/ⅡＢ）の授業について 

『教育実習』は、教育職員免許状取得のための必修科目です。 

（ア） 大学における実習ガイダンスへの参加 

（イ） 「教育実習Ⅰ」及び「教育実習ⅡＡ・ⅡＢ」（事前指導及び事後指導を含む）の履修 

（ウ） 2～3週間の「実習校での実務」（以下現場実習と言う） 

など、所定の要件を全て満たしてはじめて単位が認定されます。 

 

『教育実習』は2年間にわたる科目です。本学における『教育実習』は、「教育実習Ⅰ」（秋学期）と「教育実

習ⅡＡ・ⅡＢ」（通年）の二つに分かれます。実習予定者は3年次秋学期から4年次まで継続して、教職課程専任教

員及び教職経験の豊富な兼任教員が担当するクラスで実習の指導を受けます。  

１

年

目 

教育実習Ⅰ 主に教育実習事前指導  通常、3 年次秋学期に履修・修得。 

教育実習の事前指導として、実習生としての心構えや、組織としての学校と教員の職務、生徒理解

と指導上の留意点、教材研究や授業運営の指針などを学びます。 

 

２

年

目 

教育実習ⅡＡまたはⅡＢ 通常、4 年次通年履修・修得。 

教育実習直前の事前指導⇒実習校における現場実習⇒事後指導（まとめ）と進む授業です。 

現場実習は、それぞれの実習校の方針に基づいた指導計画によって実施されます。指導教諭をはじ

め教職員全体の指導のもとに、授業にとどまらず、学校教育全般についての理論や実践を学びます。

実習生は、指導を受ける立場でありながら、同時に、教壇に立って生徒たちから「先生」と呼ばれる

という、特殊な立場を経験します。 

事後指導は、現場実習での様々な体験を整理・反省して、一まとまりの経験へと総括し、実習から

得たものを確認するとともに、今後、取り組み続けるべき課題を明確に認識するために行うもので

す。大学における教育実習の授業の総仕上げにあたります。 

 

① 履修手続 

◆「教育実習Ⅰ」 履修登録については、教育実習登録ガイダンス時に指示します。少人数クラスでの演習形式

の授業ですので、各クラスの人数に制限があります。 

◆取得する免許状の種類により、修得しなければならない教育実習科目・単位数は次のとおりです。 

取得する免許状           授業科目 必要単位数 

中学校教諭一種免許状   及び 

高等学校教諭一種免許状 

教育実習Ⅰ（1単位) 

教育実習ⅡＡ（4単位） 
5単位 

中学校教諭一種免許状のみ 教育実習Ⅰ（1単位) 

教育実習ⅡＡ（4単位) 
5単位 

高等学校教諭一種免許状のみ 

教育実習Ⅰ（1単位) 

教育実習ⅡＡ（4単位)  

教育実習ⅡＢ（2単位)  

3単位 

◆「教育実習ⅡＡ」及び「教育実習ⅡＢ」は前年度に履修していた「教育実習Ⅰ」と同じ開講キャンパス及び担

当教員の実習科目を登録します。 

◆「教育実習ⅡＡ」及び「教育実習ⅡＢ」は通年科目です。教育実習を行う年度に秋季卒業や休学・留学を希望

する場合は、必ず資格課程事務室まで相談に来てください。相談に来なかった場合、単位を修得することができ

ません。 

◆在籍原級生で学部において秋学期授業科目のみ履修登録を行う秋学期履修卒業を希望する場合、「教育実習Ⅱ

Ａ・ⅡＢ」の科目は登録することができません。その他、詳細は、「資格課程案内」で確認してください。  

ⅡＡ・ⅡＢ いずれか1科

目を選択必修  

実習期間によってどちら

かに決定。 
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◆「教育実習ⅡＡ・ⅡＢ」は通年科目であるため、春学期に実習を終えた場合でも、成績発表は年度末になりま

す。「教育実習ⅡＡ・ⅡＢ」を履修している年度内に、休学・除籍・退学となった場合は、単位の修得ができ

ませんので、必ず事前に資格課程事務室に申し出てください。 

 

② 教育実習期間 

＜中学校教諭一種免許状＞ 

科 目 期 間 単位数 

教育実習Ⅰ 

教育実習ⅡＡ 
3週間以上 5単位 

   

◆現場実習が3週間確保できれば、実習校は高校でも問題ありません。（実習校によっては4週間の現場実習を課

すところもあります。） 

◆中学校で3週間の現場実習を行い、「教育実習5単位」を修得すれば、同時に高等学校教諭一種免許状取得に必

要な「教育実習3単位」を満たすことになります。 

 

＜高等学校教諭一種免許状＞ 

科 目 期 間 単位数 

教育実習Ⅰ 

教育実習ⅡＡ 
3週間以上 5単位 

 または   

教育実習Ⅰ 

教育実習ⅡＢ 
2週間以上 3単位 

 

◆実習校は中学校でも問題ありません。 

◆高等学校教諭一種免許状のみ取得希望者についても、実習校で3週間の現場実習が認められる場合は、「教育

実習ⅡＡ」を取得することを勧めます。教育実習を5単位修得しておくと、卒業後、中学校教諭一種免許状を

取得する際、教育実習の不足単位数を修得する必要がありません。 

※ 実習校によっては、2週間しか現場実習を認めない学校もあります。その場合、「教育実習3単位」 

しか修得できず、中学校教諭一種免許状を取得できません。中学校教諭一種免許状の取得を強く希望 

する学生は、3週間の現場実習を認めてくれる実習校を探す必要があります。 

※中高一貫校では、実習期間中に、併設の中学と高校の両方で授業を担当する場合があります。 

※実習校によっては、実習期間を分割して実施する場合があります。その場合は資格課程事務室に申し 

出てください。 

 

③ 実習教科 

実習教科は、原則として実習生の取得見込みの免許教科となりますが、まれに実習校の指示により、「地理歴史」免許

の取得を目指す学生が「公民」の授業を担当するようなことがあります。その場合も大学における教育実習の単位の修得

に問題はありません。  
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④ 教育実習参加資格 

下記の条件をすべて満たしていない場合は、教育実習（現場実習）への参加は認めません。 

ア 現場実習前年度（通常3年に進級する年）3月下旬～4月中旬に公開される「教育実習登録ガイダンス」動画

を視聴し、所定の手続きを行ったもの。 

イ 現場実習前年度（標準的には3年次終了時）までに、次の単位を修得していること。 

科 目 単位数 

教科教育法（授業デザイン論を含む) 4単位以上 

教育実習Ⅰ 1単位 

（2019年度以降入学者） 

〔教職専門科目〕合計単位数 

（2018年度以前入学者） 

「教職に関する科目」合計単位数 

 

19単位以上（教科教育法・教育実習Ⅰを含む) 

※「道徳教育の理論と実践」の単位数は、ここに含める。 

 

⑤ 教育実習生の心得 

教育実習は、特殊で極めて重要な科目であるだけでなく、大学外の実習校や教育委員会との対外的な関係

が重要であり、実習校の生徒に与える影響も大きい点に十分に留意する必要があります。 

さらに、実習校では、他大学からの実習生との比較で、明治大学の学生として評価されることも、しっか

り心得ておく必要があります。 

 

⑥ その他 

◆教育実習中の欠席は認められません。体調を整え、万全な準備をして教育実習に臨んでください。 

◆大学で実施する健康診断を必ず受診してください。 

◆教育実習に臨む前に麻疹のワクチン接種歴の証明または抗体があることの証明等の書類の提

出が必要になります。 詳しくはホームページ（右記ＱＲコードまたは下記ＵＲＬ）で確認

してください。  https://www.meiji.ac.jp/shikaku/course/kyoshoku/copy_of_and.html 

 

（３）教職実践演習 

この科目は、教育実習を終えた学生を対象に、教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な知識技能を確実

に身に付けさせるとともに、その知識技能を明示的に確認することを目的とする科目です。各人の教育実習の経

験・反省をふまえて、「使命感・責任感・教育的愛情」「社会性・対人関係能力」「子ども理解・学級経営」「教

科指導力」といった内容について、模擬授業・ロールプレイング・グループディスカッションなど実践的な方法を

中心に学習します。 

① 履修時期 

4年次秋学期に開講されます。原則として、「教育実習Ⅰ／ⅡＡ・ⅡＢ」と同じ曜日・時限に開講されている授業

を履修します。履修登録については、ガイダンス等で案内します。 

② 履修の条件 

教職実践演習を履修するためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。 

ア ｢教育実習Ⅰ」の単位を修得済みであること。 

イ ｢教育実習ⅡＡ」又は「教育実習ⅡＢ」の単位を修得済みであるか、修得見込みであること。（「教育実習」を

終えているか、履修する年度に終える見込みであること。） 

ウ 初回の授業において「履修カルテ」を提出すること。（履修カルテについては、次項を参照してください。）  
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（４）履修カルテ 

教職課程を履修している学生ひとりひとりの学習状況をきめ細かく把握するために、教職課程履修学生が作成す

るものです。4年次秋学期の「教職実践演習（中・高）」の授業に向けて、教職課程履修開始からの学習の記録（履

修カルテ）を作成して準備します。 

履修カルテは「教育実習Ⅰ」及び「教職実践演習（中・高）」の授業開始時に授業担当教員に提出するほか、

「教職実践演習（中・高）」の評価の対象となります。 

※編入生及び科目等履修生等については、改正省令の附則（経過措置）により、履修する科目が異なる場合があ

ります。資格課程の履修相談日等を利用し、各自の履修する科目を必ず確認してください。 

【作成時期】 

教職課程履修1年目から教員免許取得まで、継続して作成します。 

【内容】 

入学年度別に以下のとおりの項目で構成されています。 

2019年度以降入学者 2018年度以前入学者 

1．教職専門科目の履修状況 1．教職に関する科目 

2．各教科の指導法の履修状況 2．教科又は教職に関する科目 

3．大学が独自に設定する科目の履修状況 3．教科に関する科目 

4．教科に関する専門的事項に関する科目の履修状況 4．介護等体験に関すること 

5．介護等体験に関すること 5．教育実習に関すること 

6．教育実習に関すること 6．教育実習・教職実践演習担当者によるコメント記載欄 

7．その他の教職に関連する活動等 7．その他の教職に関連する活動等 

8．自己評価シート 8．自己評価シート 

9．教職に関する科目のレポート 9．教職に関する科目のレポート 

【作成の手順】 

資格課程のＷＥＢサイトから様式（Word 形式；A4版）をダウンロードして作成してください。記載内容の手順に

ついては、P.35以降を参照してください。欄が足りなくなった場合は、適宜、欄を増やすなどしてください。年度ご

とにファイルを保存しておき、Oh-o!Meiji上で提出できるように準備しておきましょう。 

【提出時期】 

「教育実習Ⅰ」の初回授業時（教育実習実施前年度の10月頃）及び「教職実践演習」の初回授業

時（教育実習実施年度の秋学期授業開始時）、あるいは担当教員の指示により提出してください。 

【注意事項】 

◆履修カルテの提出がない場合、「教育実習Ⅰ」及び「教職実践演習」の履修は認められませんので、十分注意して

ください。 

◆「教職実践演習」の履修までに、「明治大学教育会」の企画する「明治大学教育会総会・研究大

会」（右記ＱＲコードまたは次頁ＵＲＬ参照）に参加し、履修カルテの「その他の教職に関連する

活動等」（大学関係）に記入しておくことが望ましいです。教職課程履修者向けに例年10月頃に 

Oh-o!Meijiのアンケートにて「明治大学教育会総会・研究大会」の出席受付を行っています。教

員を目指す人、教育について考えたい人にとって、貴重な機会ですので、積極的に参加することをお薦めします。 

 https://www.meiji.ac.jp/shikaku/kyoikukai/index.html 
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【履修カルテの記入の仕方】 

（2019年度以降入学者） 

◆「教職専門科目の履修状況」、「各教科の指導法の履修状況」、「大学が独自に設定する科目の履修状況」及び

「教科に関する専門的事項に関する科目の履修状況」について 

履修した科目について、「科目名」「単位数」「修得年度」「修得状況」を記入します。「修得状況」の欄

には「修得」・「履修中」のいずれかを記入します。履修していない科目については記入する必要はありません。 

 

 

法令上の区分 科目名 単位数 修得年度 修得状況 備考 

教育の基礎的理解に関する科目 教育基礎論 2  2019年度 修得 必修 

 

 

（2018年度以前入学者） 

◆｢教職に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」及び「教科に関する科目」について 

履修した科目について、「単位数」「修得年度」「教員名」「修得状況」「学んだこと」を記入します。 

「修得 状況」の欄には「修得」・「履修中」のいずれかを記入します。履修していない科目については記入す

る必要はありません。 

 

                                            

 

法令上の区分 

 

科目名 
単
位
数 

 
修得年
度 

 

教員名 

 
修得状
況 

 

学んだこと 

 

備考 

教職の意義等に

関する科目 

 

教職入門 

 

2 

 
2015年度 

 

和泉太郎 

 

修得 
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○･ ･ ･ 

 

必修 

 

※「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」の「学んだこと」欄 は100字程度で、「教科に関する科目」

の「学んだこと」欄は1～2行程度（例参照）に要約して記入すること。 

【例】：日本の古代史から中世史について学んだ。ギリシャ哲学について学んだ。主にシェイクスピア戯曲を学んだ。 

主に連立次方程式及びベクトル空間について学んだ。 など 

 

（入学年度共通） 

◆｢介護等体験に関すること」及び「教育実習に関すること」について 

「介護等体験に関すること」は、介護等体験が終了した段階で記入します。「教育実習に関すること」は、実習予定校

が決まった段階で実習校名などを可能な範囲で記入します。教育実習が終わった段階で、「教育実習で学んだこと、新

たに自己の課題として感じられたこと」をまとめます。 

◆｢教育実習・教職実践演習担当者によるコメント記載欄」について この欄は記入しないこと。 

◆｢その他の教職に関連する活動等」について 

学校ボランティアや学習支援員、部活動の指導など、教職に関連する活動があれば記入します。  

(記入例) 

(記入例) 
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◆｢その他の教職に関連する活動等」について 

 

 

（大学関係) 

名称 活動内容 場所 活動内容 学んだこと 

 

明治大学 

教育会 

 

○年○月○日 
駿河台キャンパス・ 

リバティタワー○○教

室 

○○年度明治大学教育

会・研究大会 

○○○○○○○○○

○○○○○ ･ ･ ･ 

 

（その他) 

 

学習支援 

ボランティ

ア 

○年4月1日 

～ 

○年3月31日 

 

○○中学校 
○○が苦手な生徒に対し

て、教員の指導のもと、 

授業補助を行った。 

○○○○○○○○○

○○ 

○○○ ･ ･ ･ 

        

 

◆｢自己評価シート」について 

各学年が終了する段階で、その学年での学習成果について自己評価を行い、該当する数字を記入します。1年次終了

時、2年次終了時、3年次終了時に自己評価を行います。 

  

(記入例) 
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【履修カルテのダウンロードの仕方】 

① 資格課程のＷＥＢサイト（https://www.meiji.ac.jp/shikaku/index.html）にアクセス 

② ｢履修カルテ」をクリック 

     

 

           

  

ここをクリック 
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③ 自分の入学年度に応じた様式をダウンロード 

 

 
  

該当ファイルを選択 
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４．介護等体験 

「介護等体験に関する特例法」（１９９８年４月施行）により、小学校・中学校教諭免許状を取得するためには７日間の介護

等体験を行うことが必要です。 

 

（１）介護等体験について 

① 対象者 

中学校一種免許状取得を希望する者（高等学校教諭一種免許状のみ取得を希望する場合は不要）。 

 

② 介護等体験のスケジュール 

学内手続き等については、教職課程履修プロセス（P.27）を参考にしてください。（日程については、変更するこ

とがありますので、Oh-o!Meijiによるお知らせ等に注意してください。） 

 

③ 介護等体験の時期 

体験は1年間を通じて行われています。いつ体験するかは、体験受入先が決定します。体験者本人が体験時期を希望

することはできません。ただし、定期試験、教育実習等の正当な理由があり、かつ、所定の期日（Oh-o!Meijiやガイ

ダンス等で説明）までに届出があった場合に限り、一定の範囲内で考慮されます。 

 

④ 介護等体験年次 

前提条件を満たした２年次以降の学生が体験できます。体験は４年次でも可能ですが、教育実習、就職活動、卒業

論文作成等で忙しくなることが予想されるので、できるだけ３年次までに体験を終了するようにしてください。 

 

⑤ 介護等体験を行うための前提条件 

◆  教職課程を履修（登録完了）していること 

 

◆  介護等体験前年度までに、次の科目のいずれかの単位を修得していること。 

（2019年度以降入学者) 

科 目 単位数 履修開始年次 

特別支援教育概論 ２単位 １年次 

※２年次で介護等体験を行うためには、１年次で「特別支援教育概論」の単位を修得しておく必要があります。 

（2018年度以前入学者) 

科 目 単位数 履修開始年次 

特別支援教育概論（2016年度以降入学者) 

障害児教育論  （2015年度以前入学者) 
２単位 １年次 

福祉と社会教育 ２単位 ２年次 

※２年次で介護等体験を行うためには、１年次で「特別支援教育概論（2016年度以降入学者) 

／障害児教育論（2015年度以前入学者）」の単位を修得しておく必要があります。 

『小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律』（抄） 

（趣旨） 

第一条  この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要

性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の

教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、 高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流

等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法

（昭和24年法律第147号）の特例等を定めるものとする。 
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⑥ 介護等体験日数・体験先 

特別支援学校（盲・ろう・養護学校）２日間 

社会福祉施設（高齢者施設・児童養護施設等）５日間 計７日間 

 

⑦ 介護等体験費用 

特別支援学校：不要 

社会福祉施設：必要 

 

⑧ 授業の欠席 

介護等体験の際は大学の授業を欠席することになります。体験日前に履修科目の教員に、欠席理由、欠席日等を申 

告しておいてください。体験終了後、希望者には資格課程事務室で「介護等体験参加証明書」を交付します。なお、 

欠席に対して特別な配慮を行うか否かは、各授業担当教員の判断に委ねられています。 

 

（２）介護等体験の手続きについて 

介護等体験登録の各種ガイダンスに、必ず出席(動画視聴)し、下記の所定の手続きを行わなければなりません。 

ガイダンスや各種手続きの日程については、Oh-o!Meijiでお知らせします。 

 

◆  麻疹に関する届出を行うこと。 

文部科学省から大学は、介護等体験を実施する学生に対し、麻疹の抗体価が十分にあること

の確認を求められています。体験前に所定の麻疹に関する届出（下記ホームページ参照）を

行ってください。 https://www.meiji.ac.jp/shikaku/course/kyoshoku/copy_of_and.html 

 

◆  体験費用を納入すること。 

社会福祉施設体験費用の納入が必要です（2025年度 東京都：11,000円、神奈川県：10,475円。金額は変更されること

があります）。なお、体験者本人の都合で介護等体験を取り止める場合、体験費用は原則返還されません。 

 

◆  テキストを購入し、学習すること。 

指定されたテキストを購入し、体験を行う前に学習してください。テキストの購入方法などについては、ガイダンス

で説明します。 

◆  ガイダンスに出席(動画視聴)すること。 

介護等体験のガイダンスには、「登録ガイダンス」「事前指導ガイダンス」「社会福祉施設決定通知ガイダンス」が

あり、介護等体験にあたり必要な知識について講義を行います。また、介護等体験への参加に際しての注意事項、連

絡事項等についても説明しますので、必ず出席(動画視聴)してください。 

 

◆  健康診断を受けること。 

介護等体験をする学生は、本学で４月に実施される定期健康診断を必ず受けてください。社会福祉施設での体験の際

に、「健康診断書」の提出を求められる場合があります。 

 

◆  細菌検査（検便）を受けること。 

社会福祉施設の体験の際に、「細菌検査報告書」の提出を求められる場合があります。検査申込みから、結果の入手

までには日数を要しますので、計画的に準備をしてください。 

※ 必要な検査については別途指示しますので、その指示に従ってください。 
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（３）介護等体験証明書【重要】 

介護等体験終了後、体験施設先から証明書（体験施設長の公印が押印された終了したことを証明する文書）が交付され

ます。この証明書は、教育職員免許状申請時（通常４年次）に必要となるので、紛失したり、汚損したりすることのない

よう各自の責任において大切に保管してください。紛失した場合、再交付の取扱いをしていない体験先もあるので、その

場合は再度介護等体験を行う必要があります。 

 

（４）介護等体験が免除される者 

以下の者は、介護等体験が免除できる旨、法令上定められています。該当する者は、証明するものを持参のうえ、資格課

程事務室に申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 保健師の免許を受けている者 

② 助産師の免許を受けている者 

③ 看護師の免許を受けている者 

④ 准看護師の免許を受けている者 

⑤ 特別支援学校の教員の免許を受けている者 

⑥ 理学療法士の免許を受けている者 

⑦ 作業療法士の免許を受けている者 

⑧ 社会福祉士の資格を有する者 

⑨ 介護福祉士の資格を有する者 

⑩ 義肢装具士の免許を受けている者 

⑪ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が 

1級から6級である者として記載されている者 



- 40 - 
 

５．教職支援室 
 
（１）教職支援室 

 

2021年４月より、明治大学の教職課程の教員養成の理念に沿い、学生が中学校・高等学校等の教職に就くための支

援を行うために、中等教育に関する専門的な知識と経験を有する専門スタッフを擁する「教職支援室」を設置していま

す。教職支援室はすべてのキャンパスにおいて、教職を目指す学生のキャリア形成をサポートし、希望する学生が教職

へ就くことができることを目標としています。 

また、教育実習や教員採用試験などの資料を揃え、学生が自由に学習できる部屋になっています。 

和泉分室・生田分室・中野分室でも資料の閲覧や自習をすることができます。 

 

① 特色 

・開室時間内であれば自由に入室し、資料の閲覧や、自習をすることができます。 

・教職支援室アドバイザーが教員採用試験に関する具体的・実践的な助言や、教職に関する相談に応じます。 

・教育実習の教材研究のために、中学校・高等学校の教科書及び資料集等、また卒業生の研究授業学習指導案を閲

覧することができます。 

・教員推薦図書が借用できます。 

・教職関係ビデオ（各教科の授業記録・教育実習研究授業）の視聴や借用ができます。 

・教員志望者のために、教員採用試験の問題集や雑誌、受験報告書等を揃えています。 

・各都道府県公立学校採用試験の募集要項、私学適性検査実施要項を揃えています。 

・ボランティア情報を掲示しています。 

 

② 所蔵資料 

 ⅰ 教職雑誌 ………… 『教員養成セミナー』時事通信出版局、『教職課程』協同出版、『内外教育』時事通信

出版局、『総合教育技術』小学館、『地理歴史教育』歴史教育協議会 

 ⅱ 新聞 ……………… 教育新聞 

 ⅲ 採用試験関係 …… 都道府県別問題集、教職・一般教養問題集、論作文・面接対策問題集、教員採用試験受

験報告書 他 

 ⅳ 教育実習関係 …… 研究授業学習指導案（データベース）、参考資料 

 ⅴ 教科書・資料集 … 中学校・高等学校の教科書及び資料集 

 ⅵ 政府発刊物等 …… 中学校・高等学校の学習指導要領、各教科学習指導要領解説、教育委員会月報 

 ⅶ 視聴覚資料 ……… 教師教育、授業研究、教育実習（卒業生寄贈） 他 

 

③ 開室時間 

   平日（月～金） ９：００～１１：３０ １２：３０～１８：００ 

   詳細は、資格課程のホームページでお知らせします。 

 

④ 場所 

  駿河台キャンパス リバティタワー 19階 

 

 

（２）教職支援室アドバイザー 

 

教育現場の実情や教員採用試験などを熟知した先生方が教職支援室アドバイザーとして、教員を目指す学生たちを

支援しています。 

教職支援室アドバイザーが教職支援室と各キャンパス分室（生田・中野）を巡回し、教職課程を履修している学生

への下記のような相談対応・指導を行います。アドバイジングはオンラインでも行っています。 

〇集団討論・個人面接対策 

〇教員採用試験志願書・面接カード作成指導 

〇教育実習模擬授業講評 

〇各種教員採用試験対策セミナー 

〇質問・相談対応 など 
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【利用案内】 

教職支援室アドバイザー相談に当たっては、専用サイトからの予約が必要です。 

また、相談時の資料となりますので、相談の前には相談カードの提出が必須です。 

アドバイジングのスケジュールおよび利用に当たっての注意事項など詳細は、下記 

ＵＲＬまたは右のＱＲコードにて確認してください。 

 

 

教職支援室アドバイザーについてのホームページＵＲＬ：

https://www.meiji.ac.jp/shikaku/kyoshokushienshitsu/6t5h7p00003augu5.html 
 

 

（教職支援アドバイザー個別相談の様子） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.meiji.ac.jp/shikaku/kyoshokushienshitsu/6t5h7p00003augu5.html
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2019年度以降入学者用 

教 

職 

課 

程 
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６．教職専門科目 
 
（１）履修上の注意 

 

① 卒業要件単位への算入について 

教職専門科目を卒業要件単位に算入できるか否かは、学部により異なります。「10.学部別履修登録上の注意」

（P65～P78）を熟読し、間違いのないよう登録してください。 

 

② 各課程共通科目について 

教職、社会教育主事、学芸員養成、司書、司書教諭課程にある同一名称の科目は、課程共通の科目です。したが

って、ひとつの課程でその科目を修得すれば、他の課程でも修得したこととなります。（重複して修得することは

できません。） 

 

③ 科目履修上の注意点 

ア 教科教育法Ⅰ・Ⅱ 

学部・学科・専攻により履修できる科目が定められています。 

〔教職専門科目〕の単位を計上するうえで、教科教育法の単位は、当該免許教科の教科教育法の単位に限定さ

れます。例えば、「数学科教育法Ⅰ・Ⅱ」の単位は「数学」の免許状取得要件単位としてのみ計上され、「理

科」の免許状取得要件単位としては計上できません。特に、「地理歴史」または「公民」の免許状を取得する場

合、単位の計上には充分注意をしてください。必ず入学年度の「資格課程案内」で確認してください。 

イ 授業デザイン論Ａ・Ｂ 

学部・学科により履修できる科目が定められています。 

ウ 道徳教育の理論と実践 

中学校教諭一種免許状を取得する場合は必修科目です。高等学校教諭一種免許状の場合は『大学が独自に設定

する科目』として計上されます。〔教職専門科目〕と『大学が独自に設定する科目』の2つの区分の両方で単位を

計上することはできません。 

エ 教職実践演習（中・高） 

4年次秋学期の必修科目です。詳細については、P.33「（３）教職実践演習」を参照してください。なお、教

職実践演習の履修登録は資格課程事務室で行うため、各自がＷＥＢ上で登録する必要はありません。 

 

 

 

  

 

教職専門科目については、〔教職専門科目〕一覧表にしたがって、 

中学校教諭一種免許状  39単位以上 

高等学校教諭一種免許状 31単位以上 

を修得しなければなりません。入学年度及び取得する免許状の学校種・教科により、条件科目（必修科目、

選択必修科目）が異なりますので、間違いのないように履修してください。 
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教職専門科目（2019年度以降入学者用） 

教育職員免許法施行規則

に定める科目区分 
本学の授業科目 単位 

履修開

始年次 
履修方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科及び教科

の指導法に関

する科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

国語科教育法Ⅰ 2 3年 

  

取
得
す
る
免
許
教
科
の
教
科
教
育
法
・
授
業
デ
ザ
イ
ン
論
を
習
得
す
る
こ
と 

（
詳
細
は
入
学
年
度
の
「
資
格
課
程
案
内
」
に
て
各
自
で
確
認
す
る
こ
と 

） 

 

国語科教育法Ⅱ 2 3年 

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 2 3年 

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 2 3年 

社会科・公民科教育法Ⅰ 2 3年 

社会科・公民科教育法Ⅱ 2 3年 

数学科教育法Ⅰ 2 3年 

数学科教育法Ⅱ 2 3年 

理科教育法Ⅰ 2 3年 

理科教育法Ⅱ 2 3年 

情報科教育法Ⅰ 2 3年 

情報科教育法Ⅱ 2 3年 

農業科教育法Ⅰ 2 3年 

農業科教育法Ⅱ 2 3年 

商業科教育法Ⅰ 2 3年 

商業科教育法Ⅱ 2 3年 

英語科教育法Ⅰ 2 3年 

英語科教育法Ⅱ 2 3年 

独語科教育法Ⅰ 2 3年 

独語科教育法Ⅱ 2 3年 

仏語科教育法Ⅰ 2 3年 

仏語科教育法Ⅱ 2 3年 

授業デザイン論（国語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（国語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（数学）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（数学）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（理科）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（理科）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（英語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（英語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（独語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（独語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（仏語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（仏語）Ｂ 2 2年 
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教育職員免許法施行規則

に定める科目区分 
本学の授業科目 単位 

履修開

始年次 
履修方法 

教育の基礎的

理解に関する

科目 

教育の理念並びに教育に関

する歴史及び思想 
教育基礎論 2 1年 必修 

教職の意義及び教員の役

割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。） 
教職入門 2 1年 必修 

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項（学校と

地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

教育行政学 2 1年 いずれか1科目選択

必修 

学校の制度と経営 2 1年 

幼児、児童及び生徒の心身

発達及び学習の過程 
教育心理学 2 1年 必修 

特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対する

理解 

特別支援教育概論 2 1年 
必修 

介護等体験前提科目 

教育課程の意義及び編成の

方法（カリキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 2 2年 必修 

道徳、総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目 

教育相談（カウンセリングに

関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法 

教育相談の理論と方法 2 1年 必修 

道徳の理論及び指導法     道徳教育の理論と実践         2 2年 中学校のみ必修 

総合的な学習の時間の指導法

/総合的な探求の時間の指導

法（注） 

総合的な学習の時間の指導法 2 2年 必修 

特別活動の指導法 特別活動論 2 2年 必修 

教育の方法及び技術（情報

通信技術を活用した教育の

理論及び方法） 

教育の方法と技術（2021以前入学者） 

／教育の方法と技術（ICTの活用含む）

（2022以降入学者） 
2 2年 必修 

生徒指導の理論及び方法 

生徒・進路指導論 2 2年 必修 進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

教育実践に関

する科目 

教育実習 

教育実習Ⅰ    1 3年 必修 

教育実習ⅡＡ 

教育実習ⅡＢ 

4 

2 
4年 選択必修※ 

教職実践演習 教職実践演習（中・高) 2 4年 必修 

※中学免許を取得する場合は「教育実習ⅡＡ」が必修。 

（注）本学の授業科目「総合的な学習の時間の指導法」は教育職員免許法施行規則に定める科目区分「総合的な学習の時

間の指導法」（中学校教諭免許状取得の場合）及び「総合的な探求の時間の指導法」（高等学校教諭免許状取得の場

合）に該当する。 
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７．教科に関する専門的事項に関する科目 

（１）履修上の注意 

① 履修方法 

『教科に関する専門的事項』に関する科目は、原則として所属学部に開設されています。卒業要件に含まれると同時

に、免許状取得のための単位として使用できます。詳細は所属学部の便覧を参照してください。 

『教科に関する専門的事項』に関する科目は所属する学部・学科（専攻）、取得する免許状の種類・教科ごとに定め

られています。科目の一覧については、入学年度の「資格課程案内」を参照してください。 

なお、履修にあたっては、次の2点を満たすことが必要です。 

  

① 条件科目（必修科目、選択必修科目）を修得すること 

② 1教科ごとに要件科目から20単位以上修得すること。 

＊ただし、中学校・高等学校及び2つ以上の免許教科に共通の科目は、両方に使用できます。 
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８．大学が独自に設定する科目 

 

 

（１）履修上の注意 

① 各課程共通科目について 

教職、社会教育主事、学芸員養成、司書、司書教諭課程にある同一名称の科目は、各課程共通の科目です。したがっ

て、ひとつの課程でその科目を修得すれば、他の課程でも修得したことになります。（重複して修得することはできま

せん。） 

 

② 履修制限について 

『大学が独自に設定する科目』については、次の履修制限があります。 

ア 社会教育主事課程の履修料を納めていない者が、『大学が独自に設定する科目』として設置されている社会教育主

事課程科目を履修する場合は、在学中に修得できる単位数の上限を8単位とします。 

イ 司書教諭課程の履修料を納めていない者が、『大学が独自に設定する科目』として設置されている司書教諭課程科

目を履修する場合は、在学中に修得できる単位数の上限を4単位とします。 

 

③ 科目履修上の注意点 

ア 教育法Ⅰ・教育法Ⅱ 

法学部設置科目です。所属学部で履修登録をしてください。法学部以外の学生がこの科目を履修する場合、他学

部履修となります。 

イ 教育学Ａ・教育学Ｂ 

文学部設置科目です。所属学部で履修登録をしてください。文学部以外の学生がこの科目を履修する場合は他学

部履修となります。 

ウ 道徳教育の理論と実践 

高等学校教諭一種免許状取得の場合は、『大学が独自に設定する科目』として計上されます。（中学校教諭一種

免許状取得の場合は、〔教職専門科目〕として計上されます。）〔教職専門科目〕と『大学が独自に設定する科目』

の2つの区分の両方で単位を計上することはできません。 

エ 情報メディアの活用 

この科目は、1クラスあたりの履修者数を制限しています。履修を希望する場合は、履修登録前に事前申請が必要

となりますので、必ず手続きをしてください。詳細については、資格課程掲示板でお知らせします。 

  

『大学が独自に設定する科目』とは、P.51の表にある科目だけではなく、〔教職専門科目〕及び『教科に関す

る専門的事項』に関する科目それぞれにおいて修得した単位数のうち、中学校教諭一種免許状及び高等学校教

諭一種免許状を取得するための最低修得単位数を超過した分の単位数も該当します。 



- 49 -  

（２）大学が独自に設定する科目一覧表 

 

 

授 業 科 目 

 

単位 

 

履修開始 

年次 

 

メディア

授業併設 

 

備 考 

道徳教育の理論と実践 2 2年  高校一種免許のみ計上 

教育法Ⅰ 2 2年  法学部設置科目 

教育法Ⅱ 2 2年  法学部設置科目 

教育学Ａ 2 1年  文学部設置科目 

教育学Ｂ 2 1年  文学部設置科目 

教職特論Ａ 2 3年   

教職特論Ｂ 2 3年   

教職キャリア形成Ａ 2 2年   

教職キャリア形成Ｂ 2 2年    

教職ライティング演習 2 3年  ２０２５年度未開講 

生涯学習概論 4 1年   

社会教育課題研究 4 3年   

 

 

 

 

社会教育主事課程を履修していない場

合、在学中8単位を上限として、修得

できます。 

社会教育経営論Ａ※ 2 2年  

社会教育経営論Ｂ※ 2 2年  

ジェンダーと教育Ａ 2 2年  

ジェンダーと教育Ｂ 2 2年  

現代の子どもと社会教育 2 2年  

環境問題と社会教育 2 2年  

2022入以降：コミュニティケアと社会教育 

2021入以前：福祉と社会教育 
2 2年  

児童サービス論 2 2年   ○  

学校経営と学校図書館 2 1年   ○ 
 

 

 

司書教諭課程を履修していない場合、 

在学中4単位を上限として修得できます。 

学校図書館メディアの構成 2 2年 ○ 

学習指導と学校図書館 2 2年   ○ 

読書と豊かな人間性 2 1年 ○ 

情報メディアの活用 2 2年  事前申請必要科目 

※2020年度より社会教育計画から名称変更 

 

（３）『大学が独自に設定する科目』の取り扱いについて 

〔教職専門科目〕及び『教科に関する専門的事項』に関する科目のそれぞれ最低修得単位数を超えた単位につい

ては、免許申請の際に『大学が独自に設定する科目』の単位として計上することができます。ただし、計上できる

単位数は、免許教科によって異なります。計上する場合は、それぞれの免許教科ごとに必要単位数を集計し

た上で判断しなければなりません。 
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1 ｢日本国憲法」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

2 ｢体育」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

3 ｢外国語コミュニケーション」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

4 ｢数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

９．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 

（「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び

人工知能に関する科目又は情報機器の操作」※）※2022年度より「情報機器の操作」か

ら名称変更 
 

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目である「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数

理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に該当する科目は学部（学科）ごとに定められてい

ます。所属する学部（学科）が指定する科目から、それぞれ2単位以上修得してください。該当科目については、入学

年度の「資格課程案内」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

（１） 注意事項 

入学年度及び在籍する学部（学科）ごとに指定されている科目以外は免許取得要件科目として使用できません。

該当科目以外で名称が似ている科目もあるので、間違えないよう注意してください。なお、上記取扱いについては

変更になる場合もあるので、各学部の窓口・便覧等でよく確認のうえ、登録を行ってください。 

（２） 履修方法 

① 日本国憲法 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

法学部・商学部・政治経済学部・農

学部・情報コミュニケーション学部・

総合数理学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 該当科目を所属学部で登録 

文学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

文学部設置科目「日本国憲法」を文学部で登

録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を資格課程

で登録 

理工学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

理工学部設置科目「法学Ａ（日本国憲法）」

を理工学部で登録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を資格課程

で登録 

経営学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

経営学部設置科目「法学Ａ」または教職課程

共通講座「日本国憲法」いずれかを登録 

国際日本学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

教職課程共通講座「日本国憲法」（卒単含む） 

を登録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を登録（卒

単含むと表示されていないもの) 

② 体育 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

農学部 

2019～2021年度入学者 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれない） 
該当科目を所属学部で登録 

2022年度以降入学者 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

農学部以外 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
該当科目を所属学部で登録 
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③ 外国語コミュニケーション 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

 

 
法学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

学部間共通外国語を登録し、単位修得後4年

次に所属学部に単位振替申請をする 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない） 

 

学部間共通外国語を登録 

 

 
 

商学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

最新年度の商学部シラバスを必ず確認するこ

と 

 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない） 

学部間共通外国語を登録 

（卒業要件外科目として登録。方法は最新年

度の商学部シラバスを必ず確認すること) 

 

政治経済学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

 

学部間共通外国語を登録 

文学部・理工学部・経営学部・ 

国際日本学部・総合数理学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

 

該当科目を所属学部で登録 

 

 
農学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または学部間共

通外国語を学部外国語科目として振替する 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

学部間共通外国語を登録 

（学部外国語科目として振替しない) 

 

情報コミュニケーション学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または学部間共

通外国語を登録 

 

④ 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

法学部 
2019～2021年度入学者 

単位数を制限して卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる)  
教育の情報化推進本部設置科目を登録 

2022年度以降入学者 卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

商学部・政治経済学部・文学部・

農学部・経営学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

 

教育の情報化推進本部設置科目を登録 

 

理工学部・総合数理学部・国際日本

学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

 

該当科目を所属学部で登録 

※国際日本学部は2023年度入学者より適用。 
 

情報コミュニケーション学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または教育の情

報化推進本部設置科目を登録 
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2018年度以前入学者 

 

 

 

 
  

教 

職 

課 

程 
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６．教職に関する科目 
 

 
（１）履修上の注意 

 

 

  教職に関する科目については、「教職に関する科目」一覧にしたがって 

  （2013年度以降入学者） 

   中学校教諭一種免許状  33単位以上 

   高等学校教諭一種免許状 27単位以上 

   

  を修得しなければなりません。入学年度及び取得する免許状の学校種・教科により、条件科目（必修科目、 

選択必修科目）が異なりますので、間違いのないように履修してください。 

 

 

 

 

① 卒業要件単位への算入について 

教職に関する科目を卒業要件単位に算入できるか否かは、学部により異なります。 

「10.学部別履修登録上の注意」（P.65～P.78）を熟読し、間違いのないよう登録してください。 

 

② 各課程共通科目について 

教職、社会教育主事、学芸員養成、司書、司書教諭課程にある同一名称の科目は、課程共通の科目です。した

がって、ひとつの課程でその科目を修得すれば、他の課程でも修得したこととなります。（重複して修得するこ

とはできません。） 

 

③ 科目履修上の注意点 

ア 教科教育法Ⅰ・Ⅱ 

学部・学科・専攻により履修できる科目が定められています。「教職に関する科目」の単位を計上するうえ

で、教科教育法の単位は、当該免許教科の教科教育法の単位に限定されます。例えば、「数学科教育法Ⅰ・

Ⅱ」の単位は「数学」の免許状取得要件単位としてのみ計上され、「理科」の免許状取得要件単位としては計

上できません。特に、「地理歴史」または「公民」の免許状を取得する場合、単位の計上には充分注意をして

ください。必ず入学年度の「資格課程案内」で確認してください。 

 

イ 授業デザイン論Ａ・Ｂ 

学部・学科により履修できる科目が定められています。 

  

ウ 道徳教育の理論と実践 

中学校教諭一種免許状を取得する場合は必修科目です。高等学校教諭一種免許状の場合は「教科又は教職に

関する科目」として計上されます。「教職に関する科目」と「教科又は教職に関する科目」の2つの区分の両

方で単位を計上することはできません。 

 

エ 教職実践演習（中・高） 

4年次秋学期の必修科目です。詳細については、P.31「（3）教職実践演習」を参照してください。 

なお、教職実践演習の履修登録は資格課程事務室で行うため、各自がＷＥＢ上で登録する必要はありません。 
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（２）教職に関する科目の一覧表 

① 2014～2018年度入学者用 
 

教育職員免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 
単 
位 

履修開 
始年次 

履修条件 

 

教職の意義等
に関する科目 

・教職の意義及び教員の役割 

・教員の職務内容（研修、服務及び身分

保障等を含む。） 

・進路選択に資する各種の機会の提供等 

教職入門 2 1年 必修 

 

 

教育の基礎理
論に関する科
目 

・教育の理念並びに教育に関する歴史及

び思想 教育基礎論 2 1年 必修 

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び

学習の過程（障害のある幼児、児童及

び生徒の心身の発達及び学習の過程を

含む。） 

教育心理学 2 1年 必修 

・教育に関する社会的、制度的又は経営
的事項 

教育行政学 2 1年 
選択必修 

学校の制度と経営 2 1年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教育課程及び
指導法に関す
る科目 

・教育課程の意義及び編成の方法 教育課程論 2 3年 必修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各教科の指導法 

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 2 3年    

取
得
す
る
免
許
教
科
の
教
科
教
育
法
・
授
業
デ
ザ
イ
ン
論
を
修
得
す
る
こ
と 

( 

詳
細
は
入
学
年
度
の
「
資
格
課
程
案
内
」
に
て
各
自
で
確
認
す
る
こ
と 

)
 

社会科・公民科教育法Ⅰ 2 3年 

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 2 3年 

社会科・公民科教育法Ⅱ 2 3年 

国語科教育法Ⅰ 2 3年 

国語科教育法Ⅱ 2 3年 

英語科教育法Ⅰ 2 3年 

英語科教育法Ⅱ 2 3年 

独語科教育法Ⅰ 2 3年 

独語科教育法Ⅱ 2 3年 

仏語科教育法Ⅰ 2 3年 

仏語科教育法Ⅱ 2 3年 

数学科教育法Ⅰ 2 3年 

数学科教育法Ⅱ 2 3年 

理科教育法Ⅰ 2 3年 

理科教育法Ⅱ 2 3年 

商業科教育法Ⅰ 2 3年 

商業科教育法Ⅱ 2 3年 

農業科教育法Ⅰ 2 3年 

農業科教育法Ⅱ 2 3年 

情報科教育法Ⅰ 2 3年 

情報科教育法Ⅱ 2 3年 

授業デザイン論（国語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（国語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（英語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（英語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（独語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（独語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（仏語）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（仏語）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（数学）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（数学）Ｂ 2 2年 

授業デザイン論（理科）Ａ 2 2年 

授業デザイン論（理科）Ｂ 2 2年 

・道徳の指導法 道徳教育の理論と実践 2 2年 中学免許については必修 

・特別活動の指導法 特別活動論 2 3年 必修 

・教育の方法及び技術（情報機器及び教

材の活用を含む。） 
教育の方法と技術 2 3年 必修 

生徒指導、教
育相談及び進
路指導等に関
する科目 

・教育相談（カウンセリングに関する基 

礎的な知識を含む。）の理論及び方法 
教育相談の理論と方法 2 1年 必修 

・生徒指導の理論及び方法 

・進路指導の理論及び方法 生徒・進路指導論 
 

2 3年 必修 

 

教育実習 
教育実習Ⅰ 1 3年 必修 

教育実習ⅡＡ 4 4年 
選択必修

※

 
教育実習ⅡＢ 2 4年 

教職実践演習 教職実践演習（中・高) 2 4年 必修 

※中学免許を取得する場合は「教育実習ⅡＡ」が必修。  
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７．教科に関する科目 
 

（１）履修上の注意 

① 履修方法 

「教科に関する科目」とは、原則として所属学部に開設されています。卒業要件に含まれると同時に、免許状取

得のための単位として使用できます。詳細は所属学部の便覧を参照してください。 

「教科に関する科目」は所属する学部・学科（専攻）、取得する免許状の種類・教科ごとに定められています。

科目の一覧については、入学年度の「資格課程案内」を参照してください。 

履修にあたっては、次の２点を満たすことが必要です。 

 

② 教科に関する科目「共通講座」について 

ア 共通講座とは 

「日本国憲法」など、複数の学部で共通に開設している科目のことです。 

 

イ 卒業要件単位への算入・履修方法について 

原則として卒業要件単位に含まれず、資格課程で履修手続きが必要です。ただし、学部によっては卒業要件

単位に含むことができる場合があります。この科目については、所属する学部、卒業要件単位に含むか否かに

よって、学部で履修登録する場合と、資格課程で履修登録する場合があるので、詳しくは「10. 学部別履修登

録上の注意」（P.65～P.78）を参照してください。 

共通講座の科目は次ページのとおりです。 

 

（２）共通講座一覧表 

履修できる科目は、所属する学部・学科により異なります。 

 

① 2016～2018年度入学者                    （表中の○印の科目のみ履修できます） 

科目区分 授業科目名 
単

位 

履修

開始

年次 

法 商 

政

治

経

済 

文 理工 農 経営 
情 

コミ 

国際

日本 

総合

数理 

教育職員免許法施行規則

第66条の6に定める科目 
日本国憲法  2 1年    ○ ○  ○  ○  

※教科に関する科目については、学部開設の科目を登録してください。 

 

 

  

① 条件科目（必修科目、選択必修科目）を修得すること 

② 1教科ごとに要件科目から20単位以上修得すること。 

＊中学校・高等学校及び2つ以上の免許教科に共通の科目は、両方に使用できます。 
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８．教科又は教職に関する科目 

 

原則として、それぞれの入学年度に対応した表の科目から、 

（2013年度以降入学者） 

中学校教諭一種免許状    6単位以上 

高等学校教諭一種免許状  12単位以上 

 

を修得しなければなりません。 

ただし、「教職に関する科目」及び「教科に関する科目」の修得単位数が、中学校教諭一種免許状及び高等学

校教諭一種免許状を取得するための最低必要単位数を超えた場合には、その単位を「教科又は教職に関する科

目」の単位数に含めることができます。（P.60の『「教科又は教職に関する科目」の取扱いについて』を参照し

てください。） 

 

 

（１）履修上の注意 

① 卒業要件単位への算入について 

「教科又は教職に関する科目」を卒業要件単位に算入できるか否かは、学部により異なります。「10. 学部別履

修登録上の注意」（P.65～P.78）を熟読し、間違いのないよう登録してください。 

 

② 各課程共通科目について 

教職、社会教育主事、学芸員養成、司書、司書教諭課程にある同一名称の科目は、各課程共通の科目です。した

がって、ひとつの課程でその科目を修得すれば、他の課程でも修得したことになります。（重複して修得すること

はできません。） 

 

③ 履修制限について 

「教科又は教職に関する科目」については、次の履修制限があります。 

ア 社会教育主事課程の履修料を納めていない者が、「教科又は教職に関する科目」として設置されている社会教

育主事課程科目を履修する場合は、8単位を修得単位の上限とします。 

イ 司書教諭課程の履修料を納めていない者が、「教科又は教職に関する科目」として設置されている司書教諭課

程科目を履修する場合は、4単位を修得単位の上限とします。 

 

④ 科目履修上の注意点 

ア 教育法Ⅰ・教育法Ⅱ 

法学部設置科目です。所属学部で履修登録をしてください。法学部以外の学生がこの科目を履修する場合、

他学部履修となります。 

イ 教育学Ａ・教育学Ｂ 

文学部設置科目です。所属学部で履修登録をしてください。文学部以外の学生がこの科目を履修する場合は

他学部履修となります。 

ウ 道徳教育の理論と実践 

高等学校教諭一種免許状取得の場合は、「教科又は教職に関する科目」として計上されます。（中学校教諭

一種免許状取得の場合は、「教職に関する科目」として計上されます。）「教職に関する科目」と「教科又は

教職に関する科目」の2つの区分の両方で単位を計上することはできません。 

エ 特別支援教育概論（2016年度以降入学者)／障害児教育論（2015年度以前入学者） 

入学年度により科目名称が異なります。  
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オ 特別支援教育概論（2016年度以降入学者)／障害児教育論（2015年度以前入学者）、福祉と社会教育 

この2科目は、介護等体験を行うための前提科目です。介護等体験実施前年度までに、どちらか1科目を必ず

修得してください。 

カ 情報メディアの活用 

この科目は、1クラスあたりの履修者数を制限しています。履修を希望する場合は、履修登録前に事前申請が

必要となりますので、必ず手続きをしてください。詳細については、資格課程掲示板でお知らせします。 
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（２）教科又は教職に関する科目一覧表 

① 2016～2018年度入学者用 

授 業 科 目 単位 
履修開始 

年次 

メディア授 

業併設科目 
備 考 

道徳教育の理論と実践 2 2年  高校一種免許のみ計上 

教育法Ⅰ 2 2年  法学部設置科目 

教育法Ⅱ 2 2年  法学部設置科目 

教育学Ａ 2 1年  文学部設置科目 

教育学Ｂ 2 1年  文学部設置科目 

青年心理学 2 1年  ２０２５年度未開講 

特別支援教育概論 2 1年  介護等体験前提科目 

教職特論Ａ 2 3年   

教職特論Ｂ 2 3年   

教職キャリア形成Ａ 2 2年   

教職キャリア形成Ｂ 2 2年   

教職ライティング演習 2 3年  ２０２５年度未開講 

生涯学習概論 4 1年   

社会教育課題研究 4 3年  

 
 

 

社会教育主事課程の履修料を納めていな

い場合、在学中8単位まで修得可 

社会教育経営論Ａ※ 2 2年  

社会教育経営論Ｂ※ 2 2年  

ジェンダーと教育Ａ 2 2年  

ジェンダーと教育Ｂ 2 2年  

現代の子どもと社会教育 2 2年  

環境問題と社会教育 2 2年  

福祉と社会教育 2 2年  介護等体験前提科目 

児童サービス論 2 2年   

学校経営と学校図書館 
 

2 

2017入以降 

：1年 

 

2016入：2年 

 

 
 
 
司書教諭課程の履修料を納めていない 

場合、在学中4単位まで修得可 

学校図書館メディアの構成 2 2年 〇 

学習指導と学校図書館 2 2年  

読書と豊かな人間性 
 

2 

2017入以降 

：1年 

2016入：2年 

 

〇 

情報メディアの活用 2 2年  事前申請必要科目 

※ 2020年度より社会教育計画Ａ、社会教育計画Ｂから名称変更 
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② 2013～2015年度入学者用 

授 業 科 目 単位 
履修開始 

年次 

メディア授 

業併設科目 
備 考 

道徳教育の理論と実践 2 2年  高校一種免許のみ計上 

教育法Ⅰ 2 2年  法学部設置科目 

教育法Ⅱ 2 2年  法学部設置科目 

教育学Ａ 2 1年  文学部設置科目 

教育学Ｂ 2 1年  文学部設置科目 

青年心理学 2 1年  ２０２５年度未開講 

教育思想史 2 3年  ２０２５年度未開講 

障害児教育論 2 1年  介護等体験前提科目 

教育と法 2 3年   

教職特論Ａ 2 3年   

教職特論Ｂ 2 3年   

教職キャリア形成Ａ 2 2年   

教職キャリア形成Ｂ 2 2年   

教職ライティング演習 2 3年  ２０２５年度未開講 

生涯学習概論 4 1年   

社会教育課題研究 4 3年   
 

 

社会教育主事課程の履修料を納めていな

い場合、在学中8単位まで修得可 

社会教育経営論Ａ※ 2 2年  

社会教育経営論Ｂ※ 2 2年  

ジェンダーと教育Ａ 2 2年  

ジェンダーと教育Ｂ 2 2年  

現代の子どもと社会教育 2 2年  

環境問題と社会教育 2 2年  

福祉と社会教育 2 2年  介護等体験前提科目 

児童サービス論 2 2年   

学校経営と学校図書館 2 2年   

 
司書教諭課程の履修料を納めていない 

場合、在学中4単位まで修得可 

学校図書館メディアの構成 2 2年 〇 

学習指導と学校図書館 2 2年  

読書と豊かな人間性 2 2年 〇 

情報メディアの活用 2 2年  事前申請必要科目 

※ 2020年度より社会教育計画Ａ、社会教育計画Ｂから名称変更 

 

（３）｢教科又は教職に関する科目」の取扱いについて 

「教職に関する科目」及び「教科に関する科目」のそれぞれ最低修得単位数を超えた単位については、免許申請

の際に「教科又は教職に関する科目」の単位として計上することができます。ただし、計上できる単位数は、学校

種及び免許教科によって異なります。計上する場合は、それぞれの学校種及び免許教科ごとに必要単位数を集計し

た上で判断しなければなりません。 
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1 ｢日本国憲法」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

2 ｢体育」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

3 ｢外国語コミュニケーション」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

4 ｢数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に該当する科目を2単位以上修得すること。 

９．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 

（「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び

人工知能に関する科目又は情報機器の操作」※）※2022年度より情報機器の操作から名

称変更 
 

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目である「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数

理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に該当する科目は学部（学科）ごとに定められてい

ます。所属する学部（学科）が指定する科目から、それぞれ2単位以上修得してください。該当科目については、入学

年度の「資格課程案内」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）注意事項 

入学年度及び在籍する学部（学科）ごとに指定されている科目以外は免許取得要件科目として使用できません。

該当科目以外で名称が似ている科目もあるので、間違えないよう注意してください。なお、上記取扱いについては

変更になる場合もあるので、各学部の窓口・便覧等でよく確認のうえ、登録を行ってください。 

（２）履修方法 

① 日本国憲法 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

法学部・商学部・政治経済学部・農

学部・情報コミュニケーション学

部・総合数理学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 該当科目を所属学部で登録 

文学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

文学部設置科目「日本国憲法」を文学部で登

録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を資格課程

で登録 

理工学部 

2016～2018年度入学者 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

理工学部設置科目「法学Ａ（日本国憲法）」

を理工学部で登録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を資格課程

で登録 

2015年度以前入学者 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

理工学部設置科目「法学Ａ（日本国憲法）」

を理工学部で登録 

経営学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

経営学部設置科目「法学Ａ」または教職課程

共通講座「日本国憲法」いずれかを登録 

国際日本学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

教職課程共通講座「日本国憲法」（卒単含む） 

を登録 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

教職課程共通講座「日本国憲法」を登録（卒

単含むと表示されていないもの) 
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② 体育 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

農学部 

2019～2021年度入学者 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれない） 
該当科目を所属学部で登録 

2022年度以降入学 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 

農学部以外 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
該当科目を所属学部で登録 

 

 

③ 外国語コミュニケーション 
 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

法学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

学部間共通外国語を登録し、単位修得後4年

次に所属学部に単位振替申請をする 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない） 
学部間共通外国語を登録 

商学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

2017年度以前入学者と2018年度入学者で、登

録方法や算入可能な科目等の取扱が異なるの

で、最新年度の商学部シラバスを必ず確認す

ること 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない） 

学部間共通外国語を登録 

（卒業要件外科目として登録。方法は最新年

度の商学部シラバスを必ず確認すること) 

政治経済学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
学部間共通外国語を登録 

文学部・理工学部・経営学部・国

際日本学部・総合数理学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
該当科目を所属学部で登録 

農学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または学部間共

通外国語を学部外国語科目として振替する 

卒業要件単位に算入しない 

（履修上限単位数に含まれない) 

学部間共通外国語を登録 

（学部外国語科目として振替しない) 

情報コミュニケーション学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または学部間共

通外国語を登録 
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④ 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 

学 部 卒業要件単位への算入 登録方法 

法学部 
単位数を制限して卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 
教育の情報化推進本部設置科目を登録 

商学部・政治経済学部・農学部・

経営学部・国際日本学部 

卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
教育の情報化推進本部設置科目を登録 

文学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
教育の情報化推進本部設置科目を登録 

理工学部・総合数理学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる） 
該当科目を所属学部で登録 

情報コミュニケーション学部 
卒業要件単位に算入される 

（履修上限単位数に含まれる) 

該当科目を所属学部で登録。または教育の情

報化推進本部設置科目を登録 
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学部別履修登録上の注意 

教 

職 
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程 
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１０．学部別履修登録上の注意 

資格課程開設の〔教職専門科目〕及び『大学が独自に設定する科目』（2018年度以前入学者は「教職に関する科

目」及び「教科又は教職に関する科目」に該当します。）は、原則として、学部の卒業単位に算入することはできま

せん。ただし、学部（学科）によっては、卒業単位に算入することができる場合があるので、所属学部の項目を熟読

のうえ、間違いのないように履修登録をしてください。 

 

（１）法学部 
 

 法法学部2019年度以降入学者用法 

 

科目区分 
卒業要件単位 

算入の可否 
算入可能な科目 

算入可能な 

上限単位 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

法法学部2012～ 2018年度入学者用法 

 

科目区分 
卒業要件単位 

算入の可否 
算入可な科目 

算入可能な 

上限単位 

教職に関する科目 × ― ― 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する科目 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
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（２）商学部 

法商学部 2019年度以降入学者用法 

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上限単位 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
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（３）政治経済学部 

法政治経済学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上限単位数 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

法政治経済学部 2012～2018年度入学者用法 

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上限単位数 

教職に関する科目 × ― ― 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する科目 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
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（４）文学部 

  文学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 
算入可能な上

限単位数 

教職専門科目 

○ 

 自動的に卒業要件単位に算入 

履修上限単位数に含まれる  

教育基礎論（2単位)  

教育心理学（2単位)  

教育行政学（2単位) 

学校の制度と経営（2単位) 

8単位 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する専門的事項 開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 ○選択 日本国憲法 ― 

 

◆ 履修登録は、資格課程科目受付期間内に明治大学教務システムから登録してください。 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 講義コード14から始まる日本国憲法を登録すること 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 
講義コード82から始まる日本国憲法(資格課程)を登録す

ること 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を文学部と教職課程で重複して登録することはできません。 

  

教職専門科目 

大学が独自に設定する科目 

共通講座（日本国憲法) 
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  文学部 2015～2018年度入学者用法 

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 
算入可能な上

限単位数 

教職に関する科目 

○ 

 自動的に卒業要件単位に算入 

履修上限単位数に含まれる  

教育基礎論（2単位)  

教育心理学（2単位)  

教育行政学（2単位) 

学校の制度と経営（2単位) 

8単位 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する科目 開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 ○選択 日本国憲法 ― 

 

◆ 履修登録は、資格課程科目履修登録期間内にＷＥＢから登録してください。文学部で登録する必要はありません。 

 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 講義コード14から始まる日本国憲法を登録すること 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 
講義コード82から始まる日本国憲法(資格課程)を登録す

ること 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を文学部と教職課程で重複して登録することはできません。 

  

教職に関する科目 

教科又は教職に関する科目 

共通講座（日本国憲法) 
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  文学部 2013年度・2014年度入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 
算入可能な上

限単位数 

教職に関する科目 

○ 

自動的に卒業要件単位に算入 

履修上限単位数に含まれない 

教育基礎論（2単位) 

教育心理学（2単位) 

教育行政学（2単位) 

学校の制度と経営（2単位) 

各教科教育法 

※ 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する科目 開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 ○選択 日本国憲法 ― 

※卒業要件は文学部便覧で必ず確認してください。 

 

◆ 履修登録は、資格課程科目履修登録期間内にＷＥＢから登録してください。文学部で登録する必要はありません。 

 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 講義コード14から始まる日本国憲法を登録すること 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 
講義コード82から始まる日本国憲法(資格課程)を登録す

ること 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を文学部と教職課程で重複して登録することはできません。 

  

教職に関する科目 

教科又は教職に関する科目 

共通講座（日本国憲法) 
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（５）理工学部 

  理工学部 2019年度以降入学者用   

科目区分 
卒業要件単位 

算入の可否 
算入可能な科目 

算入可能な
上限単位数 

教職専門科目 

○ 

選 

択 

 

電気電子生命学科 

建築学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位)  

4単位 

※1 

機械情報工学科 

情報科学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位)  

情報科教育法Ⅰ（2単位) 

情報科教育法Ⅱ（2単位) 

応用化学科 
理科教育法Ⅰ（2単位) 

理科教育法Ⅱ（2単位) 

物理学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位) 

理科教育法Ⅰ（2単位) 

理科教育法Ⅱ（2単位) 

     数学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位) 

数学科教育法Ⅱ（2単位) 

授業デザイン論（数学）Ａ（2単位) 

授業デザイン論（数学）Ｂ（2単位) 

教育の方法と技術（2単位) 

教育実習ⅡＡ（4単位) 

教育実習ⅡＢ（2単位) 

教職実践演習（中・高）（2単位) 

12単位 

※2 

× 機械工学科 ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する専門的事項 開設科目なし ― 

― 
66条の6に定める科目 ○選択 法学Ａ(日本国憲法)<理工学部設置科目> 

    

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入

する場合※3 
含まれる 

ＷＥＢで科目名のうしろに「卒単含む」と表示されている
．．．．．．．

ものを登録。 

例:理科教育法Ⅰ（卒単含む) 

卒業要件単位に算入

しない場合 
含まれない 

ＷＥＢで科目名のうしろに｢卒単含む｣ と表示されていないものを登録。 

例：理科教育法Ⅰ 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を、2通りの方法（卒業要件単位に算入する場合と算入しない場合）で同時に登録することはできません。 
※1 電気電子生命学科、機械情報工学科、情報科学科、物理学科は、教科教育法のうち、1教科分に限り卒業要件単位に

算入することができます。異なる教科教育法を組み合わせて卒業要件単位に算入することはできません。 
※2 数学科で、教育実習関係科目の卒業要件単位算入を希望する場合は、教育実習ⅡＡ及び教職実践演習（中・高）

（計6単位）、または、教育実習ⅡＢ及び教職実践演習（中・高）（計4単位）のいずれかの組合せで履修し、かつ、
両科目を算入することとします。なお、卒業要件単位算入は12単位までしか認められないため、教育実習ⅡＡ及び教
職実践演習（中・高）を卒業要件単位算入希望の学生はその他の科目の卒業要件単位算入を6単位以内、教育実習Ⅱ
Ｂ及び教職実践演習（中・高）を卒業要件単位算入希望の学生はその他の科目の卒業要件単位算入を8単位以内に留
めてください。 

※3 数学科のみ卒業要件単位算入対象の教育実習ⅡＡ/ⅡＢ及び教職実践演習（中・高）はＷＥＢ履修登録科目ではあり
ませんので、卒業要件に算入する場合は、別途案内に従ってください。 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入

する場合 
含まれる 

理工学部のＷＥＢ履修登録画面から「法学Ａ（日本国憲法）＜3年次開講

＞」の履修登録を行う。 

卒業要件単位に算入

しない場合 
含まれない 資格課程のＷＥＢ履修登録画面から「日本国憲法(資格課程)」の履修登

録を行う。 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

教職専門科目 

大学が独自に設定する科目 

共通講座（日本国憲法) 
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  理工学部 2016～2018年度入学者用   

科目区分 
卒業要件単位 

算入の可否 
算入可能な科目 

算入可能な
上限単位数 

教職に関する科目 

○ 

選 

択 

 

電気電子生命学科 

建築学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位)  

4単位 

※1 

機械情報工学科 

情報科学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位)  

情報科教育法Ⅰ（2単位) 

情報科教育法Ⅱ（2単位) 

応用化学科 
理科教育法Ⅰ（2単位) 

理科教育法Ⅱ（2単位) 

物理学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位)  

数学科教育法Ⅱ（2単位) 

理科教育法Ⅰ（2単位) 

理科教育法Ⅱ（2単位) 

     数学科 

数学科教育法Ⅰ（2単位) 

数学科教育法Ⅱ（2単位) 

授業デザイン論（数学）Ａ（2単位) 

授業デザイン論（数学）Ｂ（2単位) 

教育の方法と技術（2単位) 

教育実習ⅡＡ（4単位) 

教育実習ⅡＢ（2単位) 

教職実践演習（中・高）（2単位) 

12単位 

※2 

× 機械工学科 ― ― 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する科目 開設科目なし ― 

― 
66条の6に定める科目 ○選択 法学Ａ(日本国憲法)<理工学部設置科目> 

 

 教職に関する科目  

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合※3 含まれる ＷＥＢで科目名のうしろに「卒単含む」と表示されて
．．．．．

いる
．．

ものを登

録。例:理科教育法Ⅰ（卒単含む) 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 
ＷＥＢ で科目名のうしろに｢卒単含む｣ と表示されて

．．．．．
 

いない
．．．

ものを登録。例：理科教育法Ⅰ 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を、2通りの方法（卒業要件単位に算入する場合と算入しない場合）で同時に登録することはできません。 
※1 電気電子生命学科、機械情報工学科、情報科学科、物理学科は、教科教育法のうち、1教科分に限り卒業要件単位に算入すること

ができます。異なる教科教育法を組み合わせて卒業要件単位に算入することはできません。 
※2 数学科で、教育実習関係科目の卒業要件単位算入を希望する場合は、教育実習ⅡＡ及び教職実践演習（中・高）（計6単位）、ま

たは、教育実習ⅡＢ及び教職実践演習（中・高）（計4単位）のいずれかの組合せで履修し、かつ、両科目を算入することとしま
す。なお、卒業要件単位算入は12単位までしか認められないため、教育実習ⅡA及び教職実践演習（中・高）を卒業要件単位算入
希望の学生はその他の科目の卒業要件単位算入を6単位以内、教育実習ⅡＢ及び教職実践演習（中・高）を卒業要件単位算入希望
の学生はその他の科目の卒業要件単位算入を8単位以内に留めてください。 

※3 数学科のみ卒業要件単位算入対象の教育実習ⅡＡ/ⅡＢ及び教職実践演習（中・高）はＷＥＢ履修登録科目ではありませんので、卒
業要件に算入する場合は、別途案内に従ってください。 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

  

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 
理工学部のＷＥＢ履修登録画面から「法学Ａ（日本国憲法）＜

3年次開講＞」の履修登録を行う 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 
資格課程のＷＥＢ履修登録画面から「日本国憲法(資格課程)」

の履修登録を行う。 

共通講座（日本国憲法) 

教科又は教職に関する科目 
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（６）農学部 

  農学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上

限単位数 

教職専門科目 ○選択 

教育基礎論（2単位) 

教職入門（2単位)  

教育心理学（2単位) 

特別支援教育概論（2単位) 

8単位 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

 

 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 

ＷＥＢ で科目名のうしろに「卒単含む」と表示されて
．．．．．

 

いる
．．

ものを登録。   

例：教育心理学（卒単含む) 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 

ＷＥＢ で科目名のうしろに「卒単含む」と表示されて
．．．．．

 

いない
．．．

ものを登録。  

例：教育心理学 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を、2通りの方法（卒業要件単位に算入する場合と算入しない場合）で同時に登録することはできません。 

 
 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

  

教職専門科目 

大学が独自に設定する科目 



- 75 -  

（７）経営学部 

  経営学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上

限単位数 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する専門的事項 開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

○ 

 自動的に卒業要件単位に算入 

 履修上限単位数に含まれる 

日本国憲法 ― 

◆ 日本国憲法の履修登録は、資格課程科目受付期間内にＷＥＢから登録してください。 
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（８）情報コミュニケーション学部 

  情報コミュニケーション学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上

限単位数 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 
教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
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（９）国際日本学部 

  国際日本学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 
卒業要件単位 

算入の可否 
算入可能な科目 算入可能な上

限単位数 

教職専門科目    ○選択 

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ（2単位) 

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ（2単位) 

社会科・公民科教育法Ⅰ（2単位) 

社会科・公民科教育法Ⅱ（2単位)  

英語科教育法Ⅰ（2単位) 

英語科教育法Ⅱ（2単位) 

授業デザイン論（英語）Ａ（2単位)  

授業デザイン論（英語）Ｂ（2単位)  

 

 

 

 

8単位 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する専門的事項 開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 ○選択      日本国憲法 2単位 

 

 

卒業要件単位への算入 履修上限単位数 登録方法 

卒業要件単位に算入する場合 含まれる 

ＷＥＢで科目名のうしろに「卒単含む」と表示されて
．．．．．

 

いる
．．

ものを登録。 

例：社会科・地理歴史科教育法Ⅰ(卒単含む) 

卒業要件単位に算入しない場合 含まれない 

ＷＥＢで科目名のうしろに「卒単含む」と表示されて
．．．．．

 

いない
．．．

ものを登録。 

例：社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 

◆ 卒業要件単位に算入するか否かの取り扱いは、履修登録時に選択するものとし、その後の変更は一切認めません。 

◆ 同一科目を、2通りの方法（卒業要件単位に算入する場合と算入しない場合）で同時に登録することはできません 

 

 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

  

共通講座（日本国憲法) 

大学が独自に設定する科目 

教職専門科目 
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（１０）総合数理学部 

  総合数理学部 2019年度以降入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上限単位 

教職専門科目 × ― ― 

大学が独自に設定する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する専門的事項 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 

 

 

  総合数理学部 2018年度以前入学者用   

 

科目区分 卒業要件単位算入の可否 算入可能な科目 算入可能な上限単位 

教職に関する科目 × ― ― 

教科又は教職に関する科目 × ― ― 

共通講座 

教科に関する科目 

開設科目なし ― ― 

66条の6に定める科目 

◆ 卒業要件単位への算入はできません。 
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1．修了要件 

（１）2020年度以降入学者用 

本学の社会教育主事課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 次の各必要条件を満たし、24単位以上を修得すること。 

ア ○印の必修科目（4科目12単位）を修得すること。 

イ △印の選択必修科目3科目のうち、社会教育実習1科目を含めて4単位以上を修得すること。 

◎社会教育実習Ｂを修得すれば、下記※１※２の科目を両方満たす。 

ウ 社会教育特講は、社会教育主事課程科目から３科目６単位を含めて４科目８単位以上修得すること。 

 

（注) 社会教育主事課程を修了したのち、1年以上社会教育主事補の職にあった者に社会教育主事になる 

資格が生じます。2020年度以降の課程履修者は、社会教育主事資格を取得すると「社会教育士」と

いう称号を名乗ることができます。 

（○印は必修科目、△印は選択必修科目） 

区   

分 

社 会 教 育 主 事 講 習 等 

規 程 に 定 め る 科 目 

（2020 年 4 月 1 日施行） 

本学における授業科目 単位数 履修要件 

履修 

開始 

年次 

必 

修 

生涯学習概論 ○生涯学習概論 4 単位 必修 1 年 

生涯学習支援論 ○生涯学習支援論 4 単位 必修 2 年 

社会教育経営論 
○社会教育経営論Ａ 

○社会教育経営論Ｂ 

2 単位 

2 単位 必修 
2 年 

2 年 

選 

択 

科 

目 

社会教育実習 
△社会教育実習Ａ 2 単位 

 
1 年 

△社会教育実習Ｂ 4 単位 3 年 
社会教育演習、社会教育実習 

又は社会教育課題研究のうち 

１以上の科目 
△社会教育課題研究 4 単位 3 年 

社会教育特講 

（社会教育主事課程科目） 

ジェンダーと教育Ａ 

 

2 単位 

 

 

 

 

      

 

 

 

2 年 

ジェンダーと教育Ｂ 2 単位 2 年 

現代の子どもと社会教育 2 単位 2 年 

環境問題と社会教育 2 単位 2 年 

福祉と社会教育（2021入以前）

／コミュニティケアと社会教育

（2022入以降）※ 

（教職課程科目） 

教育基礎論 

（学芸員養成課程） 

博物館学概論 

（司書課程科目） 

図書館情報学概論 

2 単位 

 

 

 

2 単位 

 

2 単位 

 

2 単位 

2 年 

 

 

 

1 年 

 

2 年 

 

1 年 

 計  24 単位以上  

※2022年度入学者より「福祉と社会教育」から「コミュニティケアと社会教育」へ名称変更 

各必要条件を満たし、24単位以上を修得すること。 

  

4単位

以上

修得 

8単位

以上

修得 

6単位

以上

修得 

1科目

以上

修得 
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（２）2015～2019年度入学者用 

本学の社会教育主事課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 次の各必要条件を満たし、24単位以上を修得すること。 

ア ○印の必修科目（3科目8単位）を修得すること。 

イ △印の選択必修科目3科目のうち、1科目4単位以上を修得すること。 

ウ 社会教育特講Ⅰから2科目4単位以上、社会教育特講Ⅱから1科目2単位以上、社会教育特講Ⅲから 

1科目2単位以上、それぞれ修得すること。 

エ 社会教育特講Ⅰ～Ⅲから12単位以上修得すること。 

 

（注) 社会教育主事課程を修了したのち、1年以上社会教育主事補の職にあった者に社会教育主事になる 

資格が生じます。 

（○印は必修科目、△印は選択必修科目） 

※1※2 2020年度より「社会教育経営論Ａ」「社会教育経営論Ｂ」に名称変更 

各必要条件を満たし、24単位以上を修得すること。 

  

社会教育主事講習等 

規程に定める科目 

（1997年4月1日施行） 

本学における授業科目 単位 
必要条件及び 

最低修得単位数 

履修

開始

年次 

必 

修 

生涯学習概論 ○生涯学習概論 4単位 4単位 1年 

社会教育計画 
○社会教育計画Ａ※1 

○社会教育計画Ｂ※2 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 
2年 

2年 

選 

 

択 

 

科 

 

目 

社会教育演習、社会教育実習

又は社会教育課題研究のうち

1以上の科目 

△社会教育課題研究 

△社会教育実習 

△社会教育演習（2019年度以前入学者） 

4単位 

4単位 

4単位 

1科目4単位以上 

選択必修 

3年 

3年 

1年 

社会教育特講Ⅰ 

（現代社会と社会教育） 

ジェンダーと教育Ａ 

ジェンダーと教育Ｂ 

現代の子どもと社会教育

環境問題と社会教育 

福祉と社会教育 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

 

2科目4単位以上 

選択必修 

 
 

  

1科目2単位以上 

選択必修 
 

 

 

 

1科目2単位以上 

選択必修 
 

 

2年 

2年 

2年 

2年 

2年 

社会教育特講Ⅱ 

（社会教育活動・事業・施

設） 

職業指導 

図書館情報学概論 

図書館文化論 

博物館学概論 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

1年 

1年 

1年 

2年 

社会教育特講Ⅲ 

（その他必要な科目） 

教育基礎論 

教育行政学 

青年心理学（2018年度以前入学者） 

教育相談の理論と方法 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

 

1年 

1年 

1年 
 

2017入 
以降：2年 
2015～ 

2016年度入
学者： 
3年 

計  24単位以上 
 

12 

単

位

以

上

修

得 
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２．履修上の注意 
 

（１）履修開始年次について 

①社会教育主事課程は、1年次から履修（登録）ができます。 

②社会教育主事課程の科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。 

 

（２）他キャンパス開設科目の履修について 

社会教育主事課程の科目については、他キャンパスで開設されている科目を履修することができます。 

 

（３）他の課程との共通科目について 

複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はできません。

なお、社会教育主事課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は社会教育主事課程の修了要件

科目として認められます。 

 

（４）社会教育実習Ｂの履修前提科目について 

前年度までに、次の単位を修得してください。 

 

科 目 単位数 履修開始年次 

生涯学習概論 4単位 1年次 

 

（５）科目履修上の注意点 

①職業指導 

2012～2019年度に入学した商学部、経営学部生は各学部で履修登録をしてください。なお、農学部生は、入

学年度に関わらず、農学部で履修登録してください。 
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Ⅴ 学芸員養成課程 
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1科目 

選択必修 

自
由
選
択
科
目 

１．修了要件 

（１）2025年度以降入学者用（在学生含む） 

本学の学芸員養成課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 必修科目（8科目19単位）及び選択必修科目（1科目2単位）を修得すること。 

（○印は必修科目、△印は選択必修科目） 

 

区分 

博物館法施行規則に

定める科目 

（2012年4月1日施行） 

本学における授業科目 単位 履修開始年次 修了要件 

必 

修 

科 

目 

生涯学習概論 〇生涯学習概論 4単位 2年 
 

 

 

 

 

 

 

 

博物館概論 〇博物館学概論 2単位 1年 

博物館経営論 〇博物館経営論 2単位 3年 

博物館資料論 〇博物館資料論 2単位 2年 

博物館資料保存論 
△文化財科学Ａ 

△博物館資料保存論 
2単位 3年 

博物館展示論 〇博物館展示論 2単位 3年 

博物館教育論 〇博物館教育論 2単位 2年 

博物館情報・メディア論 〇博物館情報・メディア論 2単位 2年 

博物館実習 〇博物館実習 3単位 4年 

 
 

 

 

 

 

 

ミュージアムコミュニケーションＡ※1 2単位 3年 

 

ミュージアムコミュニケーションＢ※2 2単位 3年 

（注）「履修開始年次欄」は、それぞれの開設科目を履修開始できる年次を示します。ただし、学芸員養成課程

の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は認められます。 

※1「博物館学特説Ⅰ」から「ミュージアムコミュニケーションＡ」に名称変更。 

※2「博物館学特説Ⅱ」から「ミュージアムコミュニケーションＢ」に名称変更。 

 

 

 

  

必修 

必修 
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1科目 

選択必修 

（２）2012～2019年度入学者用 

本学の学芸員養成課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 必修科目（8科目19単位）及び選択必修科目（1科目2単位）を修得すること。 

（○印は必修科目、△印は選択必修科目） 

 

区分 

博物館法施行規則に

定める科目 

（2012年4月1日施行） 

本学における授業科目 単位 履修開始年次 修了要件 

必 

修 

科 

目 

生涯学習概論 〇生涯学習概論 4単位 2年 

 

 
博物館概論 〇博物館学概論 2単位 1年 

博物館経営論 〇博物館経営論 2単位 3年 

博物館資料論 〇博物館資料論 2単位 2年 

博物館資料保存論 
△文化財科学Ａ 

△博物館資料保存論 
2単位 3年 

博物館展示論 〇博物館展示論 2単位 3年 

博物館教育論 〇博物館教育論 2単位 2年 

博物館情報・メディア論 〇博物館情報・メディア論 2単位 

2015年度以降 

入学者:2年 

2012～2014年度 

入学者:3年 

博物館実習 〇博物館実習 3単位 4年 

自由 

選択

科目 

 
博物館学特説Ⅰ 2単位 3年 

 

博物館学特説Ⅱ 2単位 3年 

（注）「履修開始年次欄」は、それぞれの開設科目を履修開始できる年次を示します。ただし、学芸員養成課程

の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は認められます。 

  

必修 

必修 
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２．履修上の注意 
 

（１）履修開始年次について 

①学芸員養成課程は、1年次秋学期から履修（登録）ができます。 

②学芸員養成課程の科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。 

 

（２）他キャンパス開設科目の履修について 

学芸員養成課程の科目については、他キャンパスで開設されている科目を履修することができます。 

 

（３）他の課程との共通科目について 

複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はできません。なお、

学芸員養成課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は学芸員養成課程の修了要件科目として認められ

ます。 

 

（４）博物館実習について 

博物館実習は、博物館実習Ⅰ（金曜日3・4時限）、博物館実習Ⅱ（学芸員養成課程実習室における実習）、博物館実

習Ⅲ（付属博物館等での実務実習）からなり、すべてを受講しないと単位は修得できません。ただし、ＷＥＢ履修登録

では、「博物館実習Ⅰ」のみ登録してください。また、特別講師の確保、実習施設確保が困難である等の理由により夜

間には開設していません。 

 

博物館実習の履修前提科目について 

前年度までに、次の単位を修得してください。 

 

科 目 単位数 
履修開始 

年次 

博物館学概論 2単位 1年 

博物館資料論 2単位 2年 

博物館展示論 2単位 3年 

博物館教育論 2単位 2年 

 

 

（５） 科目履修上の注意点 

①  ミュージアムコミュニケーションＡ ミュージアムコミュニケーションＢ（2020年度以降入学者） 

博物館学特説Ⅰ  博物館学特説Ⅱ（2019年度以前入学者） 

博物館学の諸科目に加え、ミュージアムにおけるコミュニケーションのあり方を考え、実践できる科目として、

「ミュージアムコミュニケーションＡ・Ｂ（2020年度以降入学者）／博物館学特説Ⅰ・Ⅱ（2019年度以前入学者）」

を開講しています。連続して受講することをお勧めします。 

②  文化財科学Ａ 

2012年度以降入学者は、学芸員養成課程に開設されている「文化財科学Ａ」だけでなく、文学部に開設されて

いる「文化財科学Ａ」についても学芸員養成課程の修了要件として使用することができます。（卒業要件に含み

たい場合は、文学部開設の「文化財科学Ａ」を履修登録してください。） 

文学部以外の学部生が文学部開設の「文化財科学Ａ」を履修する場合は他学部履修となりますので、各所属学

部で履修登録をしてください。 
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Ⅵ 司書課程 
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１．修了要件 
 

（１）2020年度以降入学者用 

本学の司書課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 必修科目14科目30単位、選択必修科目1科目2単位以上、合計32単位以上修得すること。 

（○印は必修科目） 

 

区

分 

図書館法施行規則に

定める科目 
本学における授業科目 単位数 履修開

始年次 
備   考 

修了 

要件 

必 

修 

科 

目 

生涯学習概論 〇生涯学習概論 4単位 1年 ― 

14科目 

30単位 

必修 

図書館概論 〇図書館情報学概論 2単位 1年 

メディア授業併設 

図書館制度・経営論 〇図書館制度・経営論 2単位 2年 

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 

図書館サービス概論 〇図書館サービス論 2単位 1年 

情報サービス論 〇情報サービス論 2単位 2年 

児童サービス論 〇児童サービス論 2単位 2年 

情報サービス演習 
〇情報サービス演習Ａ※1 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報サービス演習Ｂ※1 2単位 3年 

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 
メディア授業併設 

情報資源組織論 〇情報資源組織論 2単位 2年 

情報資源組織演習 
〇情報資源組織演習Ａ※2 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報資源組織演習Ｂ※2 2単位 3年 

図書・図書館史 〇図書館文化論 2単位 1年 メディア授業併設 

選 

択 

必 

修 

科 

目 

図書館サービス特論 
障害者サービス論 2単位 3年 

メディア授業併設 

1科目 

2単位以上 

選択必修 

学校図書館サービス論 2単位 1年 

図書館情報資源特論 
図書館情報資源特論Ａ 2単位 3年 

図書館情報資源特論Ｂ 2単位 3年 ― 

図書館施設論 図書館建築と施設計画 2単位 3年 メディア授業併設 

図書館総合演習 図書館総合演習 2単位 3年 ― 

図書館実習 図書館実習 2単位 3年 履修前提条件あり 

自由選択科目 学校教育概論※3 2単位 1年 ―  

※1：本学における授業科目「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて

法定科目「情報サービス演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得で

は、法定科目「情報サービス演習」を修得したことにはなりません。  

※2：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて

法定科目「情報資源組織演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得で

は、法定科目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 

※3：学校教育概論は、学校司書のモデルカリキュラムの認定を希望する場合は必修科目となります。 
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（２）2018～2019年度入学者用 

本学の司書課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 必修科目14科目30単位、選択必修科目1科目2単位以上、合計32単位以上修得すること。 

（○印は必修科目） 

 

区

分 

図書館法施行規則に

定める科目 
本学における授業科目 単位数 履修開

始年次 
備   考 

修了 

要件 

必 

修 

科 

目 

生涯学習概論 〇生涯学習概論 4単位 1年 ― 

14科目 

30単位 

必修 

図書館概論 〇図書館情報学概論 2単位 1年 

メディア授業併設 

図書館制度・経営論 〇図書館制度・経営論 2単位 2年 

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 

図書館サービス概論 〇図書館サービス論 2単位 1年 

情報サービス論 〇情報サービス論 2単位 2年 

児童サービス論 〇児童サービス論 2単位 2年 

情報サービス演習 
〇情報サービス演習Ａ※1 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報サービス演習Ｂ※1 2単位 3年 

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 
メディア授業併設 

情報資源組織論 〇情報資源組織論 2単位 2年 

情報資源組織演習 
〇情報資源組織演習Ａ※2 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報資源組織演習Ｂ※2 2単位 3年 

図書・図書館史 〇図書館文化論 2単位 1年 メディア授業併設 

選 

択 
必 

修 

科 

目 

図書館サービス特論 
障害者サービス論 2単位 3年 

メディア授業併設 

1科目 

2単位以上 

選択必修 

学校図書館サービス論 2単位 1年 

図書館情報資源特論 
図書館情報資源特論Ａ 2単位 3年 

図書館情報資源特論Ｂ 2単位 3年 ― 

図書館施設論 図書館建築と施設計画 2単位 3年 メディア授業併設 

図書館総合演習 図書館総合演習 2単位 3年 ― 

図書館実習 図書館実習 2単位 3年 履修前提条件あり 

※1：本学における授業科目「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて

法定科目「情報サービス演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得で

は、法定科目「情報サービス演習」を修得したことにはなりません。  

※2：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて

法定科目「情報資源組織演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得で

は、法定科目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 
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（３）2012～2017年度入学者用 

本学の司書課程を修了するには、次の要件を満たすことが必要です。 

① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。 

② 必修科目14科目30単位、選択必修科目1科目2単位以上、合計32単位以上修得すること。 

（○印は必修科目） 

区

分 
図書館法施行規則に

定める科目 
本学における授業科目 単位数 履修開

始年次 
備   考 修了要件 

必 
 
 

修 
  

科  
 

目 

生涯学習概論 〇生涯学習概論 4単位 1年 ― 

14科目 

30単位 

必修 

 

図書館概論 〇図書館情報学概論 2単位 1年 

メディア授業併設 

図書館制度・経営論 〇図書館制度・経営論 2単位 2年 

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 

図書館サービス概論 〇図書館サービス論 2単位 

2017年度以降入
学者:1年 

2012～2016
年度入学
者:2年 

情報サービス論 〇情報サービス論 2単位 2年 

児童サービス論 〇児童サービス論 2単位 2年 

情報サービス演習 
〇情報サービス演習Ａ※1 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報サービス演習Ｂ※1 2単位 3年 

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 
メディア授業併設 

情報資源組織論 〇情報資源組織論 2単位 2年 

情報資源組織演習 

〇情報資源組織演習Ａ※2 2単位 3年 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報資源組織演習Ｂ※2 2単位 3年 

図書・図書館史 〇図書館文化論 2単位 1年 メディア授業併設 

選 
択 
必 

修 

科 

目 

図書館サービス特論 障害者サービス論 2単位 3年 
メディア授業併設 

1科目 

2単位以上 

選択必修 

図書館情報資源特論 
図書館情報資源特論Ａ 2単位 3年 

図書館情報資源特論Ｂ 2単位 3年 ― 

図書館施設論 図書館建築と施設計画 2単位 3年 メディア授業併設 

図書館総合演習 図書館総合演習 2単位 3年 ― 

図書館実習 図書館実習 2単位 3年 履修前提条件あり 

 

※1：本学における授業科目「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて法定科

目「情報サービス演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得では、法定科目

「情報サービス演習」を修得したことにはなりません。  

※2：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて法定科

目「情報資源組織演習」を修得したことになるのであって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得では、法定科目

「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 
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２．履修上の注意 

（１）履修開始年次について 

① 司書課程は、1年次から履修（登録）ができます。 

② 司書課程の科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。 

③ 司書課程は段階を追ってカリキュラムを展開するので、できるだけ、それぞれの科目の履修開始年次に履修を

するようにしてください。 

（２）他キャンパス開設科目の履修について 

司書課程の科目については、履修地区の制限がありませんので、他キャンパスで開設されている科目を履修する

ことができます。 

（３）他の課程との共通科目について 

複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はできません。 な

お、司書課程の履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は司書課程の修了要件科目として認められます。 

（４）コンピュータの操作について 

司書課程の授業では、しばしばパソコンを使用します。このため、司書課程の科目を受講しようとする者は履修

を開始する前に基本的な情報リテラシー能力（特にパソコンを操作するスキル）を身に付けておいてください。 

（５）メディア授業について 

生涯学習概論、演習科目及び一部選択必修科目を除き、メディア授業を開講しています。詳細についてはP.12を

参照してください。 

（６）演習科目の履修について 

      ① 演習科目は下表のとおり、当該演習科目を履修する前年度までにそれぞれの分野に関連する科目を修得するこ

とが前提条件となっています。 

    

科 目 単位数 履修開始年次      履修前提科目 

情報資源組織演習Ａ 

情報資源組織演習Ｂ 

2単位 

2単位 

3年次 

3年次 

図書館情報学概論 

情報資源組織論 

情報サービス演習Ａ  

情報サービス演習Ｂ 

2単位 

2単位 

3年次 

3年次 

図書館情報学概論 

図書館サービス論 

情報サービス論 

 

②  演習科目の履修登録は、1クラスの履修者数を制限するため、所定の日時に事前申請が必要になります。事前

申請の手続きについては、例年3月に掲示等各種通知によりお知らせします。この申請を行った者から抽選に

より、当該演習科目を履修登録することができる者を決定します。 

③   春学期の履修受付の結果、履修登録者が少なかった場合等には、秋学期に演習科目の履修追加を行うことが

あります。追加を行う場合は、7月上旬頃にOh-o!Meiji等各種通知によりお知らせします。 
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④ 演習科目は授業中にインターネットを利用するため、初回の授業までに「ＭＩＮＤインターネット講習会」を

受講しておかなくてはなりません。（例外として、この講習会に相当する講義等を受講した場合は、受講する必

要がありません。）詳細は次のＷＥＢサイトで確認してください。 

⇒https://www.meiji.ac.jp/mind/seminar/index.html 

（７）科目履修上の注意点 

図書館実習 

原則として、下記の前提条件を満たしている3年次以上の学生が対象です。 

「情報資源組織演習Ａ」または「情報資源組織演習Ｂ」のいずれか1科目と、「情報サービス演習Ａ」または「情

報サービス演習Ｂ」のいずれか1科目を、修得済みまたは履修中であること。 

また、履修前年度に行われる「図書館実習ガイダンス」に出席しなければなりません。このガイダンスの開催

日・場所等の詳細については、Oh-o!Meiji等の通知でお知らせします。 
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３．学校司書のモデルカリキュラムと履修方法 

2014年に学校図書館法が改正され、「専ら学校図書館の職務に従事する職員」として学校司書が規定されました。現在、

学校には、専門的職務を掌る教員として司書教諭を置かなければならない（12学級以上）ことに加え、学校図書館の職務

にあたる職員として学校司書を置くよう努めなければならなくなりました。 

2016年、学校司書の養成に向けた文部科学省通知「『学校司書のモデルカリキュラム』について」が示されました。本

学ではこれに基づき、2018年度から司書課程のカリキュラムの中で、学校司書のモデルカリキュラムを開設することにな

りました。このモデルカリキュラムの受講を希望する学生は、以下の科目を履修するようにしてください。 

モデルカリキュラムで提示される科目の読み替えは、教職、司書、司書教諭の3課程にまたがりますが、履修希望者は司

書課程への登録が必要となります。また、司書資格の取得と、学校司書のモデルカリキュラムの履修を両立させることが

可能です。なお、学校司書養成は資格付与を伴うものではなく、文部科学省通知で提示されたカリキュラムを履修したこ

とを、本学において認定するものです。 

（１）2020年度以降入学者用                                                            （〇は必修科目） 

 

 

「通知」における科目名 本学における授業科目 
本学に

おける

単位数 

履修

開始

年次 

開設課程 備考 

学
校
図
書
館
の
運
営
・
管
理
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
科
目 

学校図書館概論 〇学校経営と学校図書館 2単位 1年 司書教諭  

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 司書  

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 司書  

情報資源組織論 〇報資源組織論 2単位 2年 司書  

情報資源組織演習 
〇情報資源組織演習Ａ※1 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報資源組織演習Ｂ※1 2単位 3年 司書 

学校図書館サービス論 〇学校図書館サービス論 2単位 1年 司書  

学校図書館情報サービス論 

〇情報サービス論※2 2単位 2年 司書  

〇情報サービス演習Ａ※2 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報サービス演習Ｂ※2 2単位 3年 司書 

児
童
生
徒
に
対
す

る
教
育
支
援
に
関

す
る
科
目 

学校教育概論 〇学校教育概論 2単位 1年 司書  

学習指導と学校図書館 〇学習指導と学校図書館 2単位 2年 司書教諭 
 

読書と豊かな人間性 〇読書と豊かな人間性 2単位 1年 司書教諭  

本学における必要科目（単位）数 13科目（26単位) 

※1：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて「情報資

源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得では、通知における科目

「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 

※2：本学における授業科目「情報サービス論」「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、3科目とも修得

して初めて「学校図書館情報サービス論」を修得したことになります。よって、※2の付いた科目のうち1科目また

は2科目のみの修得では、通知における科目「学校図書館情報サービス論」を修得したことにはなりません。 
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（２）2019年度入学者用                                                                （〇は必修科目） 

 

 

「通知」における科目名 本学における授業科目 
本学に

おける

単位数 

履修

開始

年次 

開設課程 備考 

学
校
図
書
館
の
運
営
・
管
理
・
サ
ー
ビ
ス 

に
関
す
る
科
目 

学校図書館概論 〇学校経営と学校図書館 2単位 1年 司書教諭  

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

情報資源組織論 〇報資源組織論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

情報資源組織演習 
〇情報資源組織演習Ａ※1 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報資源組織演習Ｂ※1 2単位 3年 司書 

学校図書館サービス論 〇学校図書館サービス論 2単位 1年 司書 
メディア授業併設 

学校図書館情報サービス

論 

〇情報サービス論※2 2単位 2年 司書 

〇情報サービス演習Ａ※2 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 
〇情報サービス演習Ｂ※2 2単位 3年 司書 

児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
支
援

に
関
す
る
科
目 

学校教育概論 

〇教育基礎論※3 2単位 1年 教職  

〇教育心理学※3 2単位 1年 教職  

〇特別支援教育概論※3 2単位 1年 教職  

〇教育課程論※3 2単位 2年 教職  

学習指導と学校図書館 〇学習指導と学校図書館 2単位 2年 司書教諭 
 

読書と豊かな人間性 〇読書と豊かな人間性 2単位 1年 司書教諭 メディア授業併設 

本学における必要科目（単位）数 16科目（32単位) 

※1：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて「情報資

源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得では、通知における科目

「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 

※2：本学における授業科目「情報サービス論」「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、3科目とも修得

して初めて「学校図書館情報サービス論」を修得したことになります。よって、※2の付いた科目のうち1科目また

は2科目のみの修得では、通知における科目「学校図書館情報サービス論」を修得したことにはなりません。 

※3：本学における授業科目「教育基礎論」「教育心理学」「特別支援教育概論」及び「教育課程論」は、4科目とも修得

して初めて「学校教育概論」を修得したことになります。よって、そのうち1科目、2科目、3科目のみの修得では、

通知における科目「学校教育概論」を修得したことにはなりません。 
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（３）2018年度入学者用  

（○は必修科目） 

 

 「通知」における科目名 本学における授業科目 
本学に

おける

単位数 

履修

開始

年次 

開設課程 備考 

学
校
図
書
館
の
運
営
・
管
理
・
サ
ー
ビ
ス 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

に
関
す
る
科
目 

学校図書館概論 〇学校経営と学校図書館 2単位 1年 司書教諭  

図書館情報技術論 〇図書館情報技術論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

図書館情報資源概論 〇図書館情報資源論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

情報資源組織論 〇報資源組織論 2単位 2年 司書 メディア授業併設 

情報資源組織演習 
〇情報資源組織演習Ａ※1 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報資源組織演習Ｂ※1 2単位 3年 司書 

学校図書館サービス論 〇学校図書館サービス論 2単位 1年 司書 
メディア授業併設 

学校図書館 

情報サービス論 

〇情報サービス論※2 2単位 2年 司書 

〇情報サービス演習Ａ※2 2単位 3年 司書 事前申請必要科目 

履修前提条件あり 〇情報サービス演習Ｂ※2 2単位 3年 司書 

児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育

支
援
に
関
す
る
科
目 

学校教育概論 

〇教育基礎論※3 2単位 1年 教職  

〇教育心理学※3 2単位 1年 教職  

〇教育課程論※3 2単位 3年 教職  

学習指導と学校図書館 〇学習指導と学校図書館 2単位 2年 司書教諭  

読書と豊かな人間性 〇読書と豊かな人間性 2単位 1年 司書教諭 メディア授業併設 

本学における必要科目（単位）数 15科目（30単位) 

※1：本学における授業科目「情報資源組織演習Ａ」及び「情報資源組織演習Ｂ」は、2科目とも修得して初めて「情報

資源組織演習」を修得したことになります。よって、Ａ又はＢのどちらか1科目のみの修得では、通知における科

目「情報資源組織演習」を修得したことにはなりません。 

※2：本学における授業科目「情報サービス論」「情報サービス演習Ａ」及び「情報サービス演習Ｂ」は、3科目とも修

得して初めて「学校図書館情報サービス論」を修得したことになります。よって、そのうち1科目または2科目のみ

の修得では、通知における科目「学校図書館情報サービス論」を修得したことにはなりません。 

※3：本学における授業科目「教育基礎論」「教育心理学」及び「教育課程論」は、3科目とも修得して初めて「学校教

育概論」を修得したことになります。よって、※3の付いた1科目または2科目のみの修得では、通知における科目

「学校教育概論」を修得したことにはなりません。 
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４．履修上の注意事項 

 

（１）履修開始年次について 

  ① 学校司書のモデルカリキュラムは、1年次から履修（登録）ができます。 

   ② 学校司書のモデルカリキュラムの科目は、それぞれ履修開始年次が決まっています。 

      ③ 学校司書モデルカリキュラム受講希望者は、資格過程事務室に申請書を提出する必要があります。 

    未申請者が新たに希望する場合も申請書を提出してください。  

（２）演習科目の履修について 

 ① 演習科目の履修登録にあたっては、事前の申請が必要になります。（事前申請を行わなかった者は履修登

録できません。）事前申請の手続方法については、例年3月に掲示等の通知によりお知らせしますので、見落

とさないよう注意してください。 

   ②  演習科目は下表のとおり、それぞれの分野に関連する科目を、前年度までに修得することが前提条件と 

なっています。 

 

科 目 単位数 履修開始年次 履修前提科目 

情報資源組織演習Ａ 

情報資源組織演習Ｂ 

2単位 

2単位 

3年次 

3年次 

図書館情報学概論 

情報資源組織論 

情報サービス演習Ａ 

情報サービス演習Ｂ 

2単位 

2単位 

3年次 

3年次 

図書館情報学概論 

図書館サービス論 

情報サービス論 

     司書資格を得るための科目を履修せず、学校司書のモデルカリキュラムのみを履修する場合、13科目（26単位）

に加えて、図書館情報学概論と図書館サービス論の履修も必要となります。 

（３）他キャンパス開設科目の履修について 

学校司書のモデルカリキュラムの科目については、履修地区の制限がありませんので、他キャンパスで開設さ

れている科目を履修することができます。 

（４）他の課程との共通科目について 

複数の課程にある同一名称の科目は、原則として各課程共通で使用できます。重複しての履修はできません。

なお、学校司書のモデルカリキュラムの履修開始以前に修得した科目であっても、その単位は学校司書のモデ

ルカリキュラムの要件科目として認められます。 

（５）メディア授業について 

インターネットの利用環境があれば、いつでもどこでも講義科目の受講が可能です。 

（パソコン及びインターネット環境等の条件を満たす必要があります。） 
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１．資格取得要件 
 

司書教諭資格を得るために必要な科目及び単位数 

（○印は必修科目） 

学校図書館司書教諭 

講習規程に定める科目 

本学における授業科目 単位数 履修開始年次 備   考 

学校経営と学校図書館 〇学校経営と学校図書館 2単位 1年  

学校図書館メディアの構成 〇学校図書館メディアの構成 2単位 2年 メディア授業併設 

学習指導と学校図書館 〇学習指導と学校図書館 2単位 2年  

読書と豊かな人間性 〇読書と豊かな人間性 2単位 1年 メディア授業併設 

情報メディアの活用 〇情報メディアの活用 2単位 2年 事前申請必要科目 

 

司書教諭課程の資格取得要件 

① 上の表の5科目10単位を修得すること。 

② いずれかの教育職員免許状を取得すること。 

③ 司書教諭課程履修料を納入すること。 

 

２．履修上の注意 

（１）履修開始年次について 

司書教諭課程は、1年次から履修（登録）ができます。 

（２）履修開始条件について 

司書教諭課程の履修を開始するためには、次のいずれかの条件を満たさなくてはなりません。 

① 教職課程をすでに履修している者（又は、教員免許状を既に有している者） 

② 司書教諭課程と教職課程を同時に履修開始する者 

※ 学部生については、司書教諭課程のみの履修はできません。 

（３）司書教諭資格の効力について 

司書教諭課程の資格は、教員免許状を有する者に限り、その効力が生じます。したがって、当課程を履修する者

は、教員免許状を取得することが必要です。 

（４）他キャンパス開設科目の履修について 

司書教諭課程の科目については、履修キャンパスの制限がありませんので、他キャンパスで開設されている科目を

履修することができます。 
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（５）教職課程との共通科目について 

2019年度以降入学者は「大学が独自に設定する科目」、2018年度以前入学者は「教科又は教職に関する科目」に

ある、教職課程の同一名称の科目は、共通で使用できます。重複しての履修はできません。 

（６）メディア授業について 

「学校図書館メディアの構成」及び「読書と豊かな人間性」は、メディア授業を開講しています。詳細につい

てはP14を参照してください。 

（７）科目履修上の注意点 

① 学校経営と学校図書館 

できるだけ司書教諭課程履修初年度に履修をするようにしてください。 

② 情報メディアの活用 

この科目は、1クラスあたりの履修者数を制限するため、所定の日時に事前申請が必要になります。事前申請

の手続きについては、例年3月にOh-o!Meiji等の通知でお知らせします。この申請を行った者から抽選により、

当該科目を履修登録することができる者を決定します。 

 

 

３．司書教諭講習修了証書申請手続きについて 

司書教諭の資格を得るためには、学校図書館司書教諭講習規程により文部科学省が定める講習を受けなければな

りません。修了要件を満たした者には文部科学大臣が同資格の証明として「司書教諭講習修了証書」を授与しま

す。しかし、本学の司書教諭課程全5科目を修得した者は、同規程第3条第2項により、講習に出席することなく、

申し込みの手続きのみ（書類参加）によって「司書教諭講習修了証書」が授与されます。 

申請手続方法等については、6月頃に資格課程のホームページ（https://www.meiji.ac.jp/shikaku/）でお知ら

せします。 

司書教諭課程履修料を納入し司書教諭課程全5科目修得した者に対し、大学を通して文部科学省に申請を行いま

す。 

  

    

   

 

 

  

申請スケジュール 

      

    ６月          ７月       ８月                       翌年３月 

                                          

  司書講習修了証書    司書講習修了証書   明治大学から       司書講習修了証書  

  申請手続日程等告知     申請手続     学芸大学を通して        交付 

                         文部科学省へ一括申請 

 

 （参考）個人申請の方法 

 ５月下旬 東京学芸大学のＷＥＢサイトから個人申請の方法を確認する。 

７月   申請書類の提出 

翌年２月 
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Ⅷ その他 
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１．資格課程科目 講義内容及び授業計画の閲覧 
 

講義内容及び授業計画については、下記の通りＷＥＢサイトにて確認してください。 

 

明治大学ＷＥＢサイト内の「資格課程」のページを表示 

 

◆明治大学ＷＥＢサイトから「教育 学部・大学院」→「資格課程」を選択してください。または、直

接「https://www.meiji.ac.jp/shikaku/」と URLを入力してください。 

 

 

 
 

 

選択する 

 
                           

                         
 

選択する 
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（画像は2025年3月時点の画面のため実際とは異なる箇所もあります） 

 

 

  

選択する 
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２．資格課程科目ＷＥＢ履修登録要領 

 

1  明治大学教務システムに接続する 

ＷＥＢ履修登録は＜明治大学教務システム＞で行います。下記のＵＲＬを参照し、手続きをしてください。 

 

  https://www.meiji.ac.jp/koho/edu/mkmht000001mc9ke.html 

  

  

 

 
 

2  履修計画をたてる 

「資格課程シラバス」及び「資格課程時間割表」等を参考にして、どの科目を履修するか WEB履修登録期間までに計

画をたててください。 

 

3  インターネットが利用可能なパソコンを確認する 

インターネットが利用できるパソコンであれば、どこからでも ＷＥＢ上で履修登録をすることができます。なお、Ｗ

ＥＢ履修登録システムの動作環境は以下のとおりです。利用するパソコンの動作環境が不明な場合は、大学設置のパソ

コンを利用してください。ただし、パソコンが設置されている場所は大変混み合うことが予想されます。期限に間に合

うよう余裕をもって早めに登録をしてください。 

 

  

 

【動作環境】 

・OS     Windows 10/11 

・ブラウザ  Microsoft Edge, Google Chrome 

※①MacOSのPC・スマートフォンでの動作保証はしておりません。 

②WEB履修システムを複数画面開いた場合、正常な動作が担保されません。 

③上記環境のパソコンを使用してください。 
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4 ＷＥＢ履修登録確認チェック項目 

 

 

 

8  個人別時間割表の確認（学部事務室） 

資格課程で登録した科目は、明治大学教務システム「My 時間割」に学部科目と一緒に表示されます。各自で必ず申請

した科目が正しく登録されているか確認してください。なお、「My 時間割」の公開日は所属学部にて確認してください。 

 

  

 

ＷＥＢからの履修登録がすべて終わったら、以下の項目を確認してください。 

 

□  秋学期の科目も忘れずに入力しましたか？ 

□ 自分が希望している科目がすべて表示されていますか？ 

□ 学部で登録する予定の科目と、曜日時限が重複している科目はないですか？ 

以下は、今年度教育実習を行う 4 年生のみ確認してください。 

□ 事前に登録されている「教育実習ⅡA」または「教育実習ⅡB」、「教職実践演習（中・高）」の登録内

容に間違いはありませんか？ 

 

 

今年度教育実習を行う学生は、前年度秋学期に履修していた「教育実習Ⅰ」と同一曜日時限及び担当教員

にて開講している「教育実習ⅡA」または「教育実習ⅡB」、集中科目欄に「教職実践演習（中・高）」 が登録

されています。 

・実習期間が 3週間以上の学生 

…「教育実習Ⅰ」と同一曜日時限及び担当教員の「教育実習ⅡＡ」が登録されている 

・実習期間が 2週間の学生 

………「教育実習Ⅰ」と同一曜日時限及び担当教員の「教育実習ⅡＢ」が登録されている 

参考 

他 
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Ｑ パスワードを忘れてしまいました。 

Ａ ログインには、共通認証パスワード（「Oh-o! Meiji」で利用するパスワードのこと）が必要です。忘れてし

まった場合は至急所属している学部事務室にて再発行の手続きをしてください。 

Ｑ パスワードを何度入力してもログインできません。 

Ａ 学生番号及びパスワードは、すべて半角で入力しなければなりません。また、英文字は大文字と小文字を区

別して入力をする必要があります。入力仕様をよく確認してください。 

Ｑ 時間割表に載っている科目を登録しようとしたのですが、画面上に表示されません。 

Ａ 所属学部、学年、カリキュラムによって履修できない科目は表示されません。その科目が本当に履修できる

科目なのかもう一度確認してください。履修できるはずの科目が表示されない場合は、資格課程事務室まで

申し出てください。 

Ｑ 登録したはずの科目が登録されていません。 

Ａ 科目を選択後、「申込み」ボタンを押しましたか？もう一度登録しなおしてください。 

Ｑ 削除したはずの科目が消えていません。 

Ａ ｢0000  取り消し」を選択後、「申込み」ボタンを押さないと科目は削除されません。もう一度手続きしなお

してください。 

Ｑ 通年で開設されている科目を登録するにはどうすればよいのですか？ 

Ａ 通年科目は、「春学期」のみ登録することができます。希望する通年科目の曜日と時限を選択すると科目が

表示されますので登録をしてください。なお登録をすると自動的に秋学期の当該コマにも登録されます。 

Ｑ 事前申請科目（「情報サービス演習A」等）を削除することができません。 

Ａ ｢情報サービス演習Ａ」等の事前申請科目は削除することができません。削除を希望する場合は、履修修正

期間に必ず手続きを行ってください。（修正期間の日程はOh-o! Meijiでお知らせします。） 

Ｑ 教職課程の科目を卒業要件単位に含めて履修登録したい場合はどうすればよいですか? 

Ａ 学部によって取扱いが異なります。資格課程シラバス（履修の手引）P65～78にて確認してください。 

なお、卒業要件単位に算入できる単位数は決まっています。上限を超えないようによく確認して登録してく

ださい。 

Ｑ 大学内のパソコンを利用するにはどうすればよいですか?   

Ａ 各キャンパスで手続が異なります。利用可能な日時、教室及び端末等利用に関する詳細は、各キャンパスの

メディア支援事務室窓口で確認してください。 
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３．資格課程の履修に関するＦＡＱ 

履修相談の際に、多く質問があった項目について、Ｑ＆Ａの形式で回答を載せます。いずれの回答も明治大学で履修す

ることを前提としていることに留意してください。 

 

（１）全課程共通 

Ｑ 資格課程登録ガイダンス動画を視聴しないと、資格課程を履修することはできないのでしょうか？ 

Ａ できません。授業開始より前に行われる資格課程登録ガイダンス動画を必ず視聴して履修料の振込をしなけれ

ばなりません。 

Ｑ 5つのすべての課程（教職、学芸、社教、司書、司書教諭）を履修することは可能ですか？ 

Ａ 可能です。ただし、履修する課程が増えればその分だけ履修科目が増えますので、非常に大きな負担がかかる

ことに留意してください。5課程すべてを修了する学生は例年、全学で2～3名程度です。 

Ｑ 資格課程開設の科目は、資格課程で履修登録すればよいのでしょうか？ 

Ａ そのとおりです。資格課程の時間割に記載されている科目は、資格課程履修登録期間内に、明治大学教務シス

テムから履修登録してください。 

Ｑ 秋学期に開講する科目を秋学期の最初に履修登録することはできますか？ 

Ａ 秋学期科目の履修修正を秋学期に受け付けます。一部科目は春学期のみの登録となります。詳細については、

7月頃にOh-o! Meijiでお知らせします。 

Ｑ 資格課程の科目と学部の科目の時間割が重複した場合は、どうしたらよいのでしょうか？ 

Ａ どちらの科目を履修するかは各人の判断になりますが、4年間で卒業することを最優先に考えるのであれば、

学部の必修科目と重複した場合は、学部の必修科目を優先し、資格課程の科目は次年度以降に履修した方がよ

いと思われます。 

Ｑ 資格課程の必修科目は、3・4年次に多くありますが、就職活動等に影響が出ることはありませんか？ 

Ａ 影響がないとは言えません。そのため、しっかりとした計画をたてたうえで履修するのはもちろんですが就職

活動と資格課程の授業のどちらを優先するか事前に決めておく必要があります。 

Ｑ 和泉に在籍している学生ですが、資格課程の科目は和泉キャンパスで開設している授業しか履修できないので

しょうか？ 

Ａ 他キャンパスで開設されている科目も履修することができます。ただし、配当年次及びキャンパス間の移動時

間をよく注意したうえで履修計画をたててください。（P9参照） 

Ｑ 資格課程の科目の単位数は1年間に履修できる単位数の上限に含まれるのでしょうか？ 

Ａ 原則として含まれません。ただし、卒業要件単位に算入する科目として履修した場合については、履修上限単

位に含まれる場合と含まれない場合があります。学部によって取扱いが異なりますので、所属学部事務室で確

認してください。 
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Ｑ 自分が所属している学部によっては、資格課程の科目を卒業要件単位に含めて履修できると聞きました。 そ

の場合、学部のどの分野に算入されるのですか？ 

Ａ 算入される分野は学部によって異なります。各自所属学部の事務室で確認してください。 

Ｑ 同一名称科目を春学期と秋学期で履修することはできますか？ 

Ａ 同時に履修登録することはできません。春学期か秋学期のどちらかを登録してください。 

Ｑ 複数の課程にある同一名称の科目（例：生涯学習概論）は、一度単位修得すればよいのでしょうか？ 

Ａ そのとおりです。複数の課程に共通している科目は、一度単位修得すれば大丈夫です。 

Ｑ 1年次に教職課程を履修していましたが、2年生に進級した際に課程の履修を継続しませんでした。しかし、4

年次から履修を再開しようと考えています。その場合、再度資格課程登録ガイダンス動画を視聴し、履修料を

支払う必要がありますか？ 

Ａ ともに必要ありません。ただし、新たにその他の課程を履修したい場合は、新規受付開始前の資格課程登録ガ

イダンスを視聴する必要があります。 

Ｑ 資格課程科目等履修生制度とは何ですか? 

Ａ 資格課程科目等履修生制度とは、大学を卒業した者が本学に開設されている5つの課程（教職、学芸員養成、

社会教育主事、司書、司書教諭）の授業科目を履修・単位修得することによって、それぞれの資格取得要件を

満たすことができるという制度のことです。大学院生が資格課程の履修を希望する場合も、この制度を利用し

て履修することになります。 

Ｑ 内部編入・転科をした場合の注意事項は何かありますか? 

Ａ 本学内で内部編入等をした場合については、前所属学部の「成績証明書」及び「単位認定科目一覧」を持参の

うえ、資格課程の履修相談日に必ず来室してください。 

Ｑ 留学をする場合の注意事項は何かありますか? 

Ａ 留学前（できるだけ早い時期）に必ず資格課程事務室に申し出て、指示を受けてください。この事前の手続き

を行わない場合、帰国後に資格課程の履修ができないこともあるので注意してください。 

Ｑ メディア授業とはなんですか? 

Ａ 資格課程開設の一部の科目でOh-o!Meijiを利用して行う「メディア授業」を開講しています。授業は、決めら

れた期間内にパソコン等からインターネット利用してOh-o!Meijiにアクセスし、映像コンテンツを視聴しま

す。P12を参照し、履修を検討してください。 

Ｑ 休学及び退学を考えている場合の注意事項は何かありますか？ 

Ａ 休学及び退学を考えている場合は、手続きの時期により成績の取扱いが異なる場合もあるので、事前に所属学

部事務室及び資格課程事務室に相談してください。 
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（２）教職課程 

①教育職員免許状（教員免許状）関連 

Ｑ 小学校の教員免許状を取得したいのですが、どうしたらよいのでしょうか？ 

Ａ 
明治大学では小学校の教員免許状を取得することはできません。このため、小学校教諭になることを目指す人

の多くは、本学卒業後に小学校の教員免許状が取得できる他大学へ編入学して小学校の教員免許状を取得して

いるようです。 

Ｑ 一種免許状と専修免許状の違いは何ですか？ 

Ａ 一種免許状とは、所定の免許要件を満たした上で、学部を卒業することで取得できる免許状です。一方、専修

免許状は、一種免許状を基礎にして、大学院で所定の単位を修得し、修了することで取得できる免許状です。

つまり、専修免許状は一種免許状の上位の免許状です。現在の教員採用試験において必要とされる免許状は、

一種免許状がほとんどであり、専修免許状が求められることは非常に稀ですが、専修免許状を有していると、

教員として採用された後、昇格試験等の際に有利に働くこともあります。 

Ｑ 教員免許状は1年間の履修で取得できるのでしょうか？ 

Ａ できません。本学の教職課程は、教員免許状の取得までに最短で2年間かかります。このため、時間割の都合

がつけば、3年生から履修を開始しても在学中の取得は可能ですが、本学の教職課程は4年間の履修を基本とし

たカリキュラムが組まれていますので、2年間で教員免許状の取得を目指すことは、非常に負担が大きいと思

われます。 

Ｑ 高校の教員免許状のみ希望していますが、中学校の教員免許状も取得しておいた方がよいのでしょうか？ 

Ａ 教員を志望しているのであれば、中学校と高校の両方の教員免許状を取得した方がよいでしょう。教員採用試

験出願条件が、中学校・高校、両方の教員免許状を有している人に限る場合があるからです。 

Ｑ 教員免許状を卒業するまでに取得できなかった場合、卒業後に取得することはできますか？ 

Ａ 可能です。卒業後、資格課程科目等履修生となることで不足している科目を履修し、教員免許状の取得を目指

すことができます。（ただし、履修人数制限のある科目は、履修できないこともあります。） 

Ｑ 教員免許状を取得するためには、何か手続きを行う必要はありますか？ 

Ａ 教員免許状は、「大学」が交付するものではなく、都道府県の「教育委員会」が交付します。大学が取りまと

めて申請手続きを行うので、卒業式当日に免許状の取得を希望する場合は一括申請の手続きを行ってくださ

い。手続きについては、掲示等でお知らせします。 

Ｑ 卒業後に教員として採用される可能性はどのくらいですか？ 

Ａ 令和4年度実施の教員採用試験の全国平均競争倍率は、中学校が約4.7倍、高等学校が約5.4倍でした（文部科学

省）。近年は、定年退職者の増加により大量採用が続き（特に大都市圏）、競争倍率は以前と比べるとかなり

低くなっています。 

 
②履修関連（全般） 

Ｑ 今のところ教員になるつもりはないのですが、教職課程を履修してよいのでしょうか？ 

Ａ 履修することは可能です。ただし、何の目的も持たずに漠然と履修することは、時間の無駄になる可能性があ

るので注意してください。明確な目的意識をもって履修するようにしてください。 

Ｑ 教職課程の履修を途中でやめた場合、何か不利になることはありませんか？ 

Ａ 卒業要件単位に算入する科目として登録した場合、ＧＰＡに関係してくる場合があります。ＧＰＡの対象科目

となるかは学部によって取扱いが異なりますので、所属学部事務室で確認をしてください。 
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Ｑ 1年次のうちに履修しておいた方がよい科目はありますか? 

Ａ 各科目はそれぞれの履修開始年次に履修するのが理想的です。つまり、1年生から履修できる科目はできるだ

け1年次に履修するのが望ましいのですが、卒業をしなければ教員免許状は取得できませんので、まずは学部

の必修科目を優先し、空いた時間で教職課程の科目を履修することをお勧めします。なお、教職課程履修プロ

セス（P27）も参考にしてください。 

Ｑ 1年生が履修開始年次となっている科目を、2年次以降に履修することはできますか？ 

Ａ できます。 

Ｑ 時間割に春学期と書かれている科目は、春学期で終了するのですか？ 

Ａ そのとおりです。 

Ｑ 希望するクラスを受講できない場合がありますか？ 

Ａ あります。履修人数制限のある科目は、抽選や先着順受付等を行う場合があります。「教育実習」「情報メデ

ィアの活用」です。これらの科目の履修登録方法については、掲示でお知らせしますので、見落としのないよ

うに注意してください。その他、履修登録者数が非常に多いクラスについては、抽選を行う場合があります。 

Ｑ 卒業要件単位として履修できる科目は、卒業要件単位に含めた方がよいのでしょうか？ 

Ａ 各人の判断によります。学部によって異なりますが、卒業要件単位として履修すると、その分だけ他の科目を

履修しなくても卒業できるというメリットがある反面、年間の履修上限単位に含まれてしまうために、学部科

目の履修が制限されるというデメリットが生じることがあるので注意してください。 

Ｑ 資格課程の科目で卒業要件単位にカウントすることができる単位数の上限は、1年間の上限ですか？それとも 

4年間の上限ですか？ 

Ａ 在学中（4年間）での上限単位になります。仮に、2年生までに卒業要件単位に含むことのできる上限単位数に

達した場合、3年生以降は、卒業要件単位にカウントする方法での履修はできません。 

Ｑ 編入した場合の注意事項は何かありますか？ 

Ａ 編入の際の学部の単位認定は、あくまでも「卒業要件単位」としての認定であって、「教員免許状取得要件」 

としての認定ではありません。編入した人は、履修前の所定の履修相談日に、資格課程による履修指導を必ず

受けて、既修得科目（卒業要件単位として認定された科目を含む。）のうち、どの科目が教員免許状取得要件

として使用できるのか確認してください。 

 

③〔教職専門科目〕（「教職に関する科目」（2018年度以前入学者）） 

Ｑ ｢道徳教育の理論と実践」はどのようにカウントされるのでしょうか？ 

Ａ 「道徳教育の理論と実践」は、中学校の教員免許状取得要件としては、2019年度以降入学者は[教職専門科

目] 、2018年度以前入学者は「教職に関する科目」としてカウントされ、高校の教員免許状取得要件として

は、2019年度以降入学者は『大学が独自に設定する科目』 、2018年度以前入学者は「教科又は教職に関する

科目」の単位としてカウントされます。中学校・高校で、計上される法定区分が異なりますので注意してくだ

さい。 

Ｑ ｢特別支援教育概論（2016年度以降入学者）／障害児教育論（2015年度以前入学者）」は履修した方がよいの

でしょうか？ 

Ａ 特別支援教育概論（2016年度以降入学者)／障害児教育論（2015年度以前入学者）は、介護等体験の前提科目

になっています。2年生で介護等体験を行いたい場合は、介護等体験の前年度までにこの科目を履修して単位

修得しておく必要があります。なお、2018年度以前入学者の特別支援教育概論／障害児教育論は教科又は教職

に関する科目内にあります。 
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④ 『教科に関する専門的事項』に関する科目（「教科に関する科目」（2018年度以前入学者）） 

Ｑ 『教科に関する専門的事項』に関する科目（「教科に関する科目」（2018年度以前入学者））は、免許法施行

規則に定める科目区分のうち、1つを選択して修得すれば良いのですか？ 

Ａ 違います。全ての分野の条件を満たした上で、20単位以上修得しなければなりません。例えば、日本史の教員

になりたいと思っても、「日本史」だけの教員免許状はありません。教員免許状は、日本史を含む「地理歴

史」になります。「地理歴史」の教員免許状を取得するためには、「日本史」だけではなく、「外国史」「人

文地理学及び自然地理学」「地誌」全ての分野の条件を満たす（必修科目、選択必修科目等を修得する）必要

があります。 

Ｑ 『教科に関する専門的事項』に関する科目（「教科に関する科目」（2018年度以前入学者））の必修科目の時

間割が重複していて、1つしか履修できません。この場合、どうしたら良いのでしょうか？ 

Ａ 時間割が重複している場合は、どちらか1科目しか履修できません。今年度、履修できなかった科目は来年度

以降に履修してください。 

Ｑ 『教科に関する専門的事項』に関する科目（「教科に関する科目」（2018年度以前入学者））は、学部と資格

課程の両方で履修登録する必要があるのでしょうか？ 

Ａ 必要ありません。学部開設の科目は学部で登録してください。 

Ｑ 「社会」と「地理歴史」で重複している授業科目は、両方の教科でカウントできるのですか？ 

Ａ できます。「社会」と「地理歴史」の教員免許状を希望していても、同じ科目を2回履修する必要はありませ

ん。 

Ｑ 資格課程案内で『教科に関する専門的事項』（「教科に関する科目」（2018年度以前入学者））のページに記

載されている「一般的包括的な内容」とは何ですか？ 

Ａ ｢一般的包括的な内容」とは、特定の領域に偏っておらず、学問領域をおおまかに網羅していることを指しま

す。教員免許状を取得するためには、この「一般的包括的な内容」を含んでいる科目を履修し、単位を修得し

なければなりません。 

 

⑤『大学が独自に設定する科目』（「教科又は教職に関する科目」（2018年度以前入学者）） 

Ｑ 〔教職専門科目〕及び『教科に関する専門的事項』に関する科目の余剰単位を『大学が独自に設定する科目』

にまわすことができるというのは、どういうことでしょうか？ 

Ａ 
例えば、公民の『教科に関する専門的事項』に関する科目の単位を30単位修得した場合、『教科に関する専門

的事項』に関する科目として必要な20単位を引いた10単位を『大学が独自に設定する科目』の単位としてカウ

ントできるということです。この場合、教員免許状の取得要件単位は各教科ごとに計算されるという点に注意

してください。つまり、公民の『教科に関する専門的事項』に関する科目の余剰単位10単位を、社会や地理歴

史の『大学が独自に設定する科目』の単位にまわすことはできません。社会、地理歴史、公民は、それぞれ別

の教科だからです。 

★ 法・商・政治経済・経営学部生は「地理歴史」の免許要件を計算する際に、文学部史学地理学科生は「公

民」の免許要件を計算する際に注意が必要です。 

 

⑥外国語コミュニケーション科目 

Ｑ 「外国語コミュニケーション科目」とは、どの科目を指すのでしょうか？ 

Ａ 入学年度の資格課程案内に一覧があるので確認してください。学部・学科及び入学年度によって該当する科目

が異なります。該当科目と似たような科目もあるので、決して間違えないようくれぐれも注意してくださ

い。 
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Ｑ 「外国語コミュニケーション科目」は資格課程と学部のどちらで登録すればよいのでしょうか？ 

Ａ 学部で登録してください。学部で登録することで教員免許状取得の要件としてもカウントすることができま

す。登録方法は学部により異なります。所属する学部で確認してください。 

 

⑦数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作《情報機器の操作（2018年度以前入学者）》 

Ｑ ＩＣＴベーシックの履修登録は、どのようにすればよいのでしょうか？ 

Ａ 情報関係科目のシラバスに記載されている方法で登録してください。資格課程で登録することはできません。 

 

⑧教育実習 

Ｑ 中学校と高校の両方の教員免許状を取得する場合、教育実習は両方で行わなければならないのでしょうか？ 

Ａ どちらかで構いません。ただし、中学校の免許を希望している場合は、高校で実習を行う場合でも3週間以上

の実習期間を確保しなければなりません。 

Ｑ 教育実習で授業を休んだ場合、成績評価の際に考慮してもらえるのでしょうか? 

Ａ 教育実習終了後、希望者には教育実習を行っていたという証明書を発行しますが、この証明書が、成績評価の

際に考慮してもらえるかどうかは各授業の担当教員の判断によります。公欠扱いにはなりません。 

Ｑ 教育実習の実習校はどうやって決まるのでしょうか? 

Ａ 実習校は自分で探さなければなりません。大学からの紹介はありません。そのため、ほとんどの人が母校で実

習を行っています。（明大付属校及び都内公立校卒業生が母校で実習をお願いする場合は、特別な手続きがあ

るので注意してください。） 

Ｑ 3年次の秋学期から留学を考えています。その場合、4年次の秋学期に教育実習へ行くことはできますか? 

Ａ できません。教育実習は、2年間にわたる科目だからです。3年次秋学期からの「教育実習Ⅰ」を履修・修得で

きない場合は、4年次に教育実習に行くことができません。 

なお、留学を考えている場合は必ず事前に資格課程事務室へ申し出てください。 

Ｑ 教育実習と就職活動の期間が重なっているため教育実習の期間を変更することはできますか？ 

Ａ できません。就職活動を理由とする教育実習期間の変更は一切認めていません。受け入れ先である実習校のス

ケジュールの中で受け入れ可能な期間として教育実習の期間を決めていただいているので、変更は迷惑がか

かるためです。教員になることと、一般企業への就職で迷っている場合、教育実習については何よりも優先

していただくことになりますのでよく考えて教育実習に臨んでください。両立しようとしてどちらも中途半

端にならぬよう、注意してください。 

 

⑨介護等体験 

Ｑ 介護等体験とは、具体的にどのようなことをするのですか？ 

Ａ 社会福祉施設で5日間、特別支援学校で2日間の計7日間の体験を行います。具体的な体験内容は受け入れ側に

一任されていますが、一般的には、障害者や高齢者の介護・介助のほか、話相手になったり、散歩の付き添

い等の交流体験、あるいは洗濯や掃除といった受け入れ施設の業務の補助等になります。 

Ｑ 介護等体験はいつできるのですか？ 

Ａ 2年次からの実施になりますが、体験を希望する前年度までに前提科目（「特別支援教育概論（2016年度以降入

学者)／障害児教育論（2015年度以前入学者）」または「福祉と社会教育」（2018年度以前入学者のみ））を修

得しておくこと、所定の手続きを行うことが必要です。 
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Ｑ 介護等体験中の授業の欠席の扱いはどうなるのですか? 

Ａ 介護等体験終了後、希望者には「介護等体験参加証明書」を発行します。ただし、教育実習と同様、介護等体

験は公欠扱いにはならないので、この証明書を提出したことで欠席を考慮してもらえるかどうかは各担当教

員の判断になります。 

 
（３）社会教育主事課程 

Ｑ 社会教育主事とは、どんな職業ですか? 

Ａ 社会教育主事とは、地域住民の多様な学習・文化活動を側面から援助することを目的として、主として都道府

県と市区町村の教育委員会に配属されている社会教育行政の専門職のことです。 

Ｑ 1年以上社会教育主事補の職にあった者に社会教育主事の資格が生じるとはどういうことですか? 

Ａ 本学の社会教育主事課程を修了した段階では、あくまで社会教育主事になるための基礎資格を得ただけです。

基礎資格を得た後、1年以上の実務経験を積んではじめて社会教育主事の資格を取得することができます。 

Ｑ 1年間で社会教育主事課程を修了するための科目をすべて履修することはできますか? 

Ａ できます。（ただし、必修科目が同一曜日・時限に重複して開講されている場合はできません。）  

Ｑ 社会教育実習を行うための条件はありますか? 

Ａ 社会教育実習Ａはありません。社会教育実習Ｂは、実習の前年度までに、「生涯学習概論」を修得しておく必

要があります。 

Ｑ 教職課程の『大学が独自に設定する科目』（2018年度以前入学者は「教科又は教職に関する科目」）に社会教

育主事課程の科目が多く含まれていますが、すべて共通して使えるのでしょうか? 

Ａ はい、すべて共通で使えます。教職課程の単位としても使うことができます。（社会教育主事課程を履修して

いない場合については、履修制限があります。） 

Ｑ 編入した場合の注意事項は何かありますか? 

Ａ 本学以外の大学の単位を使用し、社会教育主事課程の修了を希望する学生は、以前に在籍していた大学の社会

教育主事課程の「単位修得証明書」を持参のうえ、資格課程の履修相談日に必ず申し出てください。（詳細は

課程案内を参照してください。） 

Ｑ 社会教育主事の知識は、具体的にどのような就職先で生かすことができますか？ 

Ａ 公民館や社会教育センター等の社会教育施設の他、児童館や福祉施設等で、その施設の活動や運営についての

専門的・技術的なアドバイスをする際に役立ちます。また、学校教員や社会教育を主要な活動としている非

営利民間団体（ＮＰＯ法人）等でもこの課程で得た知識を活かすことができると思われます。 

Ｑ 卒業後に専門職として採用される可能性はどの程度ありますか？ 

Ａ 卒業後、すぐに社会教育主事の仕事に就くのはとても厳しいのが現状です。そのため、社会教育指導員という

非常勤の職に就き、経験を積みながら採用の機会を探したり、公務員の一般職として就職し、その後社会教

育主事の関係する部署に異動するケースが多いようです。 
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（４）学芸員養成課程 

Ｑ 学芸員とは、どんな職業ですか? 

Ａ 学芸員とは、歴史・芸術・自然科学等の各種博物館で働く専門職員のことです。その主な仕事は、専門分野の

調査・研究、資料の収集・整理・保存・展示、利用者への説明やアドバイス、地域住民に対する社会教育・生

涯教育等があげられます。その他にも博物館の運営等の業務もあり、博物館全般の業務をこなします。 

Ｑ 1年間で学芸員の資格を取得することはできますか? 

Ａ できません。博物館実習（通年科目）を履修するには履修前年度までに前提科目を修得しておく必要があるた

め、最低でも2年間かかることになります。 

Ｑ 編入した場合の注意事項は何かありますか？ 

Ａ 本学以外の大学の単位を使用し、学芸員養成課程の修了を希望する学生は、以前に在籍していた大学の学芸員

養成課程の「単位修得証明書」を持参のうえ、資格課程の履修相談日に必ず申し出てください。（詳細は課程

案内を参照してください。） 

Ｑ 博物館実習を行うための条件はありますか？ 

Ａ あります。実習前年度までに、博物館学概論、博物館資料論、博物館展示論、博物館教育論を修得していない

と博物館実習を履修することはできません。 

Ｑ 卒業後に専門職として採用される可能性はどの程度ありますか？ 

Ａ 採用については、教員のような定期採用はありません。増員や欠員補充の場合に採用があります。博物館の新

設がほとんどない現状では、学芸員としての採用は非常に厳しいと言わざるをえません。しかしながら、博物

館でのアルバイトや嘱託職員として経験を積み、専門職として採用されたり、公務員の一般職から定期異動に

より学芸員として働いたりするケースもあるようです。博物館の専門知識に加えて、個々の専門分野について

も高い知識を身につけることが何よりも必要でしょう。 

 

（５）司書課程 

Ｑ 司書とは、どんな職業ですか? 

Ａ 司書とは、主として都道府県や市町村立等の公立図書館において、専門的な仕事を行う職員のことです。その

仕事の内容は、図書館資料の収集・分類・整理・貸出や返却業務、利用者から寄せられる図書館資料等の様々

な質問に応えるレファレンスサービス等です。近年では、コンピュータを使っての文献検索や読書を通じての

学習機会を援助する活動も行っています。 

Ｑ 司書課程を履修する際に特に注意することはどんなことですか? 

Ａ 本学の司書課程には、情報機器を利用して授業を行う科目が多々あります。このため、当課程を履修する人

は、基礎的な情報リテラシー能力（特に、情報機器の操作能力）を事前に身に付けておいてください。 

Ｑ 1年間で司書課程を修了することはできますか? 

Ａ 原則できません。演習科目を履修するには、前提科目を修得しておく必要がありますので、司書課程を修了す

るためには通常、2年間かかることになります。 

Ｑ 司書課程の演習科目について、春学期に演習の前提科目を履修し、秋学期に演習科目を履修することはできま

すか? 

Ａ 原則できません。ただし、秋学期に開講する演習科目の履修者数に余裕がある場合のみ秋学期の授業開始前

に、追加登録の受付をすることがあります。追加登録の受付を行う場合は、掲示でお知らせしますので、見落

としのないように注意してください。 
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Ｑ 希望するクラスを受講できない場合がありますか? 

Ａ あります。演習科目については、1クラスあたりの履修人数に制限を設けているため、抽選や先着順受付等を

行ったうえ、履修者を決定します。手続きについては、掲示でお知らせしますので、見落としのないように注

意してください。 

Ｑ 編入した場合の注意事項は何かありますか? 

Ａ 本学以外の大学の単位を使用し、司書課程の修了を希望する学生は、以前に在籍していた大学の司書課程の

「単位修得証明書」を持参のうえ、資格課程の履修相談日に必ず申し出てください。（詳細は課程案内を参照

してください。） 

Ｑ 資格を取得した人の就職先及び就職状況はどうですか? 

Ａ 主な就職先としてあげられるのは、各都道府県や市町村の公立図書館等の各種図書館です。公立図書館ならば

各地方自治体が行う公務員試験を受験しなければなりません。これらの採用試験を通過するのは非常に厳しい

のが現状ですが、専任あるいは非常勤の司書として働いている卒業生も徐々にでてきています。 

 

 

（６）司書教諭課程 

Ｑ 司書教諭とは、どんな職業ですか? 

Ａ 司書教諭とは、図書館資料の収集・提供・管理、生徒児童の読書や自発的な学習のサポートを行う「学校図書

館」の専門的職務を掌る教諭のことです。なお、司書教諭とは、あくまで「教諭」であるため司書教諭課程の

必修科目を修得し司書教諭講習修了証書を取得するだけでなく、教員免許状を有しなければなりません。 

Ｑ 司書教諭課程だけを履修することはできますか? 

Ａ できません。司書教諭とは、教員免許状を所持して初めて効力が生じる資格です。そのため、当課程を履修す

るには、併せて教職課程を履修する必要があります。 

Ｑ 司書教諭課程を履修すると、どんなメリットがありますか? 

Ａ 司書教諭の資格が取得できることはもちろんですが、当課程を履修することによって、どの教科の担当におい

ても不可欠な読書指導や自主学習を支援する理論や方法の修得も期待でき、結果として、教員としての資質拡

大につながるでしょう。また、当課程の全科目は、教職課程の『大学が独自に設定する科目』（2018年度以前

入学者は「教科又は教職に関する科目」）の単位として計上することもできます。（司書教諭課程を履修して

いない場合については、履修制限があります。） 

Ｑ 司書教諭資格を取得するためには、何か手続きが必要ですか? 

Ａ 司書教諭の修了要件を満たした者には文部科学大臣が同資格の証明として「司書教諭講習修了証書」を授与し

ます。この「司書教諭講習修了証書」を取得するには、必修科目の単位を修得するだけでなく、講習修了証書

の申請手続きを別途行う必要があります。申請手続の日程等については、6月頃に資格課程のホームページで

お知らせしますので、見落としのないように注意してください。 

Ｑ 編入した場合の注意事項は何かありますか? 

Ａ 本学以外の大学の単位を使用し、司書教諭課程の修了を希望する学生は、以前に在籍していた大学の司書教諭

課程の「単位修得証明書」を持参のうえ、資格課程の履修相談日に必ず申し出てください。（詳細は課程案内

を参照してください） 
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４．2015～2025年度入学者用『資格課程案内』の変更・訂正  

 

 ◇  2024年度以前の『資格課程案内』（2025年度在学生に適用） 

事項       旧      ⇒ 新 備 考 

教職課程 

教職課程の履修開始時期 
各年度の4月から 

履修開始可能        
⇒ 

各年度の4月及び9月から 

履修開始可能 

2024年度 

改正 

2025年度 

から適用 

授業科目「教育相談の理論と方法」の履修開始年次 2年次 ⇒ 1年次 

学芸員養成

課程 

学芸員養成課程の履修開始年次等 2年次春学期から ⇒ 1年次秋学期から 

学芸員養成課程の履修開始時期 
各年度の4月から 

履修開始可能 
⇒ 

各年度の4月及び9月から 

履修開始可能 

授業科目「博物館学概論」の履修開始年次 2年次 ⇒ 1年次 

授業科目「博物館教育論」の履修開始年次 3年次 ⇒ 2年次 

司書課程 司書課程の履修開始時期 
各年度の4月から 

履修開始可能 
⇒ 

各年度の4月及び9月から 

履修開始可能 

司書教諭 

課程 
司書教諭課程の履修開始時期 

各年度の4月から 

履修開始可能 
⇒ 

各年度の4月及び9月から 

履修開始可能 

 

（１）2025年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧       ⇒ 新 備 考 

P.79,83,89 
教育職員免許法施行規則第66条の6

に定める科目の授業科目 

Discussion and Debate Ⅰ ⇒ 

Discussion and Debate Ⅱ ⇒ 

Discussion ＆ Debate Ⅰ 

Discussion ＆ Debate Ⅱ 
科目名称の訂正 

P.84 

文学部 文学科 英米文学専攻 

『中学校教諭一種免許状「英語」、 

高等学校教諭一種免許状「英語」の 

の取得要件科目』 

Discussion and Debate Ⅰ ⇒ 

Discussion and Debate Ⅱ ⇒ 

Discussion ＆ Debate Ⅰ 

Discussion ＆ Debate Ⅱ 
科目名称の訂正 

 

 

（２）2024年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧       ⇒ 新 備 考 

P.79,83,89 
教育職員免許法施行規則第66条の6

に定める科目の授業科目 

Discussion and Debate Ⅰ ⇒ 

Discussion and Debate Ⅱ ⇒ 

Discussion ＆ Debate Ⅰ 

Discussion ＆ Debate Ⅱ 
科目名称の訂正 

P.84 

文学部 文学科 英米文学専攻 

『中学校教諭一種免許状「英語」、 

高等学校教諭一種免許状「英語」の 

の取得要件科目』 

Discussion and Debate Ⅰ ⇒ 

Discussion and Debate Ⅱ ⇒ 

Discussion ＆ Debate Ⅰ 

Discussion ＆ Debate Ⅱ 
科目名称の訂正 

p.90,92 

文学部 史学地理学科 全専攻 

『中学校教諭一種免許状「社会」、 

高等学校教諭一種免許状 

「地理歴史」の取得要件科目』 

文献購読（日本史）A    ⇒ 

文献購読（日本史）B    ⇒ 

文献購読A（日本史）     

文献購読B（日本史）     
科目名称の訂正 

文献購読（アジア史）A   ⇒ 

文献購読（アジア史）B   ⇒ 

文献購読A（アジア史）    

文献購読B（アジア史）    
科目名称の訂正 

P.93 

文学部 史学地理学科全 専攻 

『高等学校教諭一種免許状 

「地理歴史」の取得要件科目』 

西洋史探究ⅤA       ⇒ 

西洋史探究ⅤB       ⇒ 

西洋史探究ⅥA       ⇒ 

西洋史探究ⅥB       ⇒ 

西洋歴史文化論A      ⇒ 

西洋歴史文化論B      ⇒ 

西洋歴史社会論A      ⇒ 

西洋歴史社会論B      ⇒ 

西洋史探究ⅤA    (2)  

西洋史探究ⅤB   （2） 

西洋史探究ⅥA   （2） 

西洋史探究ⅥB   （2） 

西洋歴史文化論A  （2） 

西洋歴史文化論B  （2） 

西洋歴史社会論A   （2） 

西洋歴史社会論B     (2)  

単位数の追加 

P.94 

文学部 史学地理学科 全専攻 

『高等学校教諭一種免許状 

「公民」の取得要件科目』 

国際関係論        ⇒ 国際関係史 科目名称の訂正 
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（３）2023年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.216 下から7行目 図書館情報資源持論A   ⇒ 図書館情報資源特論A 科目名称の訂正 

 

（４）2022年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所                旧          ⇒ 新 備 考 

P.36 5.大学が独自に設定する科目(E群) 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
 教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 科目の追加 

P.55,61,67, 

79,83,89,99, 

115,125,131, 

145,151,157 

④「大学が独自に設定する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 履修開始年次変更 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 履修開始年次変更 

P.163，164 

法学研究科 民事法学専攻 

『中学校教諭専修免許状「社会」の

取得要件科目』 

『高等学校教諭専修免許状「地理歴

史」の取得要件科目』 

 
特定課題研究ＢⅠ（2） 

特定課題研究ＢⅡ（2） 

科目の追加（ただ

し、2023年度以降に修

得した場合に限る。） 

 
 （５）2021年度入学者用『資格課程案内』 

ページ  該当箇所           旧    ⇒ 新  備  考 

P.36 5.大学が独自に設定する科目(E群) 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

P.55,61,67,

79,83,89,99, 

115,125,131,

145,151,157 

④「大学が独自に設定する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
履修開始年次変更 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
履修開始年次変更 

P.173 

経営学研究科 経営学専攻 

『中学校教諭専修免許状「社会」、

高等学校教諭専修免許状「公民」の

取得要件科目』 

経営数学演習ⅠA     ⇒ 経営数学演習ⅠA（RC） 科目名称の訂正 

経営数学演習ⅠB     ⇒ 経営数学演習ⅠB（RC） 科目名称の訂正 

経営数学演習ⅡA     ⇒ 経営数学演習ⅡA（RC） 科目名称の訂正 

経営数学演習ⅡB     ⇒ 経営数学演習ⅡB（RC） 科目名称の訂正 

 

（６）2020年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.36 5.大学が独自に設定する科目(E群) 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 科目の追加 

P.55,61,67, 

79,83,89,99, 

115,125,131, 

145,151,157 

④「大学が独自に設定する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

④「大学が独自に設定する科目」の 

「社会教育計画A」 
社会教育計画Ａ          ⇒ 社会教育経営論Ａ 科目名称の変更 

④「大学が独自に設定する科目」の 

「社会教育計画B」 
社会教育計画Ｂ       ⇒ 社会教育経営論Ｂ 科目名称の変更 



- 118 -  

（７）2019年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.16 5.大学が独自に設定する科目(E群) 

 教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 科目の追加 

P.41,47,53, 

65,69,75,85, 

101,111,117, 

131,137,143 

④「大学が独自に設定する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

④「大学が独自に設定する科目」の 

「社会教育計画A」 
社会教育計画Ａ           ⇒ 社会教育経営論Ａ 科目名称の変更 

④「大学が独自に設定する科目」の 

「社会教育計画B」 
社会教育計画Ｂ        ⇒ 社会教育経営論Ｂ 科目名称の変更 

 

 

（８）2018年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所   旧      ⇒ 新 備 考 

P.17 
「教科又は教職に関する科目」

の一覧表 

社会教育計画Ａ          ⇒ 社会教育経営論Ａ 科目名称の変更 

社会教育計画Ｂ       ⇒ 社会教育経営論Ｂ 科目名称の変更 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

P.39,45,51, 

63,67,73,83, 

99,109,115, 

129,135,141 

④「教科又は教職に関する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

④「教科又は教職に関する科目」の 

「社会教育計画Ａ」 
社会教育計画Ａ          ⇒ 社会教育経営論Ａ 科目名称の変更 

④「教科又は教職に関する科目」の 

「社会教育課題研究」 
社会教育計画Ｂ        ⇒ 社会教育経営論Ｂ 科目名称の変更 

 

（９）2017年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.17 
「教科又は教職に関する科目」

の一覧表 

社会教育計画Ａ           ⇒ 社会教育経営論Ａ 科目名称の変更 

社会教育計画Ｂ        ⇒ 社会教育経営論Ｂ 科目名称の変更 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

P.39,45,51, 

63,67,73,83, 

99,109,115, 

129,135,141 

④「教科又は教職に関する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

④「教科又は教職に関する科目」の 

「社会教育計画Ａ」 

単位：4 

履修開始年次：3年       ⇒ 

単位：2 

履修開始年次：2年 

単位数訂正 

履修開始年次訂正 
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④「教科又は教職に関する科目」の 

「社会教育課題研究」 

単位：2 

履修開始年次：2年       ⇒ 

単位：4 

履修開始年次：3年 

単位数訂正 

履修開始年次訂正 

P.105 

農学部 農芸化学科 

『高等学校教諭一種免許状「農業」 

の取得要件科目』 

環境衛生学                ⇒ 削除 科目の削除 

P.113 

農学部 食料環境政策学科 

『高等学校教諭一種免許状「農業」 

の取得要件科目』 

農業経営の発展と地域産業   ⇒ 農業経営の発展と地域農業 科目名称の訂正 

P.127 

経営学部 公共経営学科 

『高等学校教諭一種免許状「商業」 

の取得要件科目』 

教育マネジメント論       ⇒ 削除 科目の削除 

P.178 

◆社会教育主事資格を得るために必

要な科目及び単位数 

選択科目：社会教育特講Ⅲ（その他

必要な科目）の『教育相談の理論と

方法』 

履修開始年次：3年         ⇒ 履修開始年次：2年 履修開始年次訂正 

 

 

 （10）2016年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.17 
「教科又は教職に関する科目」

の一覧表 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

P.39,45,51, 

63,67,73,83, 

99,109,115, 

129,135,141 

④「教科又は教職に関する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

 

 

（11）2015年度入学者用『資格課程案内』 

ぺージ 該当箇所       旧      ⇒ 新 備 考 

P.17 
「教科又は教職に関する科目」

の一覧表 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 

P.39,45,51, 

63,67,73,81, 

97,107,113, 

127,133,139 

④「教科又は教職に関する科目」 

 
教職キャリア形成Ａ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職キャリア形成Ｂ（2） 

履修開始年次：2年 
科目の追加 

 
教職ライティング演習（2） 

履修開始年次：3年 
科目の追加 
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５．明治大学の環境保全活動への取組み 

  

  

学校法人明治大学環境方針 

 

１ 基本理念 

２１世紀を迎えた我々が直面している環境問題は、地球温暖化、生態系の破壊、エネルギー問題、大気汚染、廃棄

物問題、化学物質による汚染など空間的にも時間的にも大きな広がりをもっており、単に一部の地域・民族にとど

まるものでは なく、地球全体・人類全体にとって緊急かつ恒常的に取り組むべき最重要課題となっている。 

 明治大学は、教育研究機関の社会的使命として、この環境問題に対し、高い関心をもち、知的、道徳的及び実践

的能力を備えた問題解決能力のある人材を育成・輩出することにより、環境改善の啓発活動を積極的に展開し、か

つ自らも環境保全活動を実践し、社会において指導的な役割を果たしていく。 

そのために、明治大学は、環境問題に主体的に取り組み、「環境に優しいキャンパスづくり」を目指し、常にこの

環境問題を視野に入れた教育研究、その他事業等活動を推進し、省エネルギー・省資源・３Ｒ(Reduce、Reuse、

Recycle)などにより自らの環境負荷低減に努めるとともに、最先端の教育・研究、技術及び設備の活用並びに環境

保全に資する研究成果の社会への還元によって環境の保全に積極的に努力していく。 

明治大学は歴史と伝統に基づき、「都心型大学」としての英知を結集し、情報発信基地として、明治大学を構成す

る教職員、学生及び取引先関係会社の職員が協力して、次の活動を積極的に推進する。 

 

２ 基本方針 

(1) 教育研究活動その他事業活動を推進するに当たり、環境関連の法律・規則・協定、当大学の校規等を遵守する。 

(2) 環境目的及び目標を可能な限り具体的・定量的に設定して、明治大学環境マネジメントシステム(MEMS:Meiji    

Environmental Management System)を構築・運用し、適切な内部環境監査を実施して、その継続的な改善を図る。 

(3) 環境に配慮した事業活動を行い、省エネルギー、省資源、３Ｒ及び化学物質の管理並びに生物多様性への配慮

を積極  

的に進め、環境負荷の低減に努める。 

(4) 環境にかかわる教育研究活動、公開講座の開催等を展開し、環境保全にかかわる意識の高揚・普及を図る。 

(5) 環境方針を当大学の教職員、学生・生徒、取引先関係会社の職員等に周知するとともに、学外に対しても文

書、当大 

学のホームページ(http://www.meiji.ac.jp/)等を通して積極的に公開し、理解と協力を求めていく。 

  

2016 年 5 月 10 日 

学校法人明治大学 

理事長 柳谷 孝 
 

 ◎本学の環境保全活動に皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。 
 

明治大学環境保全推進委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 環境保全啓発ポスター 
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